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公益財団法人藤沢市みらい創造財団 
基本理念・経営方針 

Ⅰ   基本理念 

 公益財団法人藤沢市みらい創造財団は、未来を担う青少年の健全育成の推進、市民のスポーツ・レ

クリエーション活動及び芸術文化活動の普及振興を通じ、全ての市民の心豊かで活き活きとした健康

な生活を形成するため、「夢、希望、感動に溢れる明るいみらいをみんなで創る」を経営の基本理念と

します。 

Ⅱ   経営方針 

令和７年度においては、財団全体の事業運営に大きく関わる、青少年関連施設の指定管理者の更新

や少年の森再整備に係る運営・維持管理等実施予定者の選定、芸術文化部門では湘南台文化センター

の指定管理者の選定がありましたが、全ての選定を獲得することができ、経営面で一定期間の安定性

を確保することができました。一方、経営環境においては、賃金・エネルギー・委託費の上昇の常態

化は、本財団が担う指定管理事業や受託事業の運営におけるコスト構造に継続的な影響を及ぼすこと

が想定され、加えて、藤沢市の財政環境が厳しさを増す中、指定管理事業や補助金・委託事業におい

て事業費等の削減とともに、事業成果や効率性の説明責任がこれまで以上に重視されることが見込ま

れます。また、今後の藤沢市の発展の中で、本財団としては、これまで培ってきた運営ノウハウや地

域との信頼関係だけでなく、より質の高い公共サービスの担い手として、市民ニーズや時代の変化を

捉え、民間視点での新たなサービスの提案や財源の確保を図っていくことの重要性は増していくもの

と捉えております。 

 令和８年度はこれらの変化等への対応を図りながら、持続可能な財団運営へ向け、本財団運営方針

及び経営計画２０２８に掲げる４つの柱である「人材育成」、「財務運営」、「事業運営」、「組織運営」

の視点に沿って取組を進めてまいります。 

 はじめに「人材育成」については、本財団の強みである専門性と多様性をもって市民ニーズに応え

るとともに社会経済状況が激しく変化する中においても、継続性を維持し、かつ新たな取組に挑戦す

る職員を育成し、併せて中長期的に必要な人材を確保していくことに引き続き注力してまいります。

具体的には、令和７年度から開始した人財育成ポリシー及び人事評価制度の更なる浸透を図り、求め

られる職務遂行能力及び所属職場で必要とされる専門的技術・知識を習得する研修を実施していくと

ともに、放課後児童クラブ指導員においては、令和７年度に国で改定した児童クラブ運営指針を反映

させた育成体系に基づき、研修等を実施してまいります。 

 次に「財務運営」においては、引き続き人件費、諸物価の上昇が想定されることから、中長期的な

視点に立ったコスト管理と業務効率化が不可欠です。そこで、各事業部門において、経費節減はもと

より、新たな取組による財源確保の検討、費用対効果を踏まえた事業の整理・統合を行うとともに、

部門連携、地域・他団体連携のイベント開催などにより、施設利用や事業参加者の更なる増加と収入

拡大を図ってまいります。なお、その際は法令に則り適切な経理処理を行ってまいります。また、公

益認定法改正への対応として、会計システムの改修を行うとともに、実務担当者へ適宜情報提供を行
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い、具体的な研修を計画してまいります。加えて、財務基盤の強化を目的とした各課横断プロジェク

トを立ち上げます。 

 「事業運営」では、市民意識の変化や多様化するニーズに応え、かつ利用者満足度の更なる向上を

目指して、新たな指定管理期間となる青少年施設においては応募時に計画した事業等を確実に実施し

てまいります。また、新規の運営となる湘南台文化センターにおいては、これまで藤沢市の文化芸術

活動の振興を担ってきた実績と経験を基盤に、施設の特徴と共同事業者による運営の相乗・補完効果

を発揮できるよう運営してまいります。このほか、再整備後の少年の森の運営に向けた具体的な計画

策定を進めるとともに、運営・管理計画業務等の事業者が決定した市民会館再整備に関して、再整備

後の本財団事業の関わり方を協議・検討してまいります。加えて、令和８年１２月施行予定の日本版

ＤＢＳ（こども性暴力防止法）に係る認定取得等について財団全体として取り組んでまいります。 

 最後に「組織運営」では、市の出資法人として透明性と法令順守、地域との協働を基本とし、市民

の信頼やニーズに応えられる法人運営を継続してまいります。法改正への対応として、令和８年１０

月から全ての企業に義務化されるカスタマーハラスメントへの対策など、施行が予定される労務関連

法令の改正等に適切に対応してまいります。 

 広報・ＣＩ活動では、４月に公開するリニューアルホームページのほか、様々なソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（ＳＮＳ）の特徴を生かした活動により、更なる財団の魅力発信、各部門事

業・施設の利用者増加に努めてまいります。また、共生社会の実現と地域福祉の発展に寄与に関する

取組として、藤沢市社会福祉協議会と協働し、小学生を対象とした福祉体験教室や生きがい福祉セン

ターでの健康づくり教室、ボッチャ体験教室への指導者派遣を行います。 

 職員が財産である本財団として、「働きがいと業務の質の両立」は生命線でもあるので、あらゆる

ハラスメントが無く、安全・安心で心理的安全性が確保された職場環境の整備に努めてまいります。

さらに、人事・労務・経理手続等の内部管理業務を始め、業務のＤＸ化を着実に推進するとともに、

地域ニーズに的確に応える公共サービスの充実に取り組んでまいります。 

 令和８年度においても、私たちは基本理念の実現を目指し、藤沢市民の「笑顔あふれるみらいを応

援する」ため、様々な変化に対して前向き、かつ“積極的”に取組を進めてまいります。 
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Ⅲ   法人組織運営 

【組織運営】 

1 各種会議等の開催 

 （1）理事会、評議員会の開催 

会議等の名称 内    容 

理事会 

 法人の業務執行における重要事項の決定及び報告等を行うため、監事出席

のもと理事会を開催する。 

開催時期 内 容 

2026年 6月 
令和 7年度決算、事業報告、定時評議員

会の召集決議 等 

2026年 10月 
業務執行理事の業務執行状況報告、令和

8年度上半期の事業についての報告 等 

2027年 1月 

令和 8 年度専門委員会の開催状況及び

主な意見･提案等の報告、重要事業の結

果報告及び準備状況報告 等 

2027年 3月 
令和 9年度予算及び事業計画の決議、業

務執行理事の業務執行状況報告 等 

 上記のほか、必要に応じて、理事、監事、評議員の招集請求により、臨時

に開催する。 

評議員会 

 法人の重要な業務執行体制や法人運営の基本ルールの決定、計算書類の承

認等、法人運営上における最高議決機関として評議員会を開催する。 

開催時期 内 容 

2026年 6月 
令和 7年度決算の承認、事業報告、役員･

評議員の選任 等 

2026年 10月 
令和 8 年度上半期事業についての報告 

等 

2027年 3月 
令和 9 年度予算及び事業計画について

の報告 等 

 上記のほか、必要に応じて、理事、監事、評議員の招集請求により、臨時

に開催する。 

 
 （2）専門委員会の開催 

会議等の名称 内    容 

青少年育成委員会 
(青少年事業部門専門委員会) 

 本財団各部門において、藤沢市の施策や市民ニーズを反映し、藤沢市を取

り巻く環境の変化に対応した事業運営を推進するため、藤沢市の担当職員、

学識経験者、関係団体代表者及び市民･利用者の代表等で構成する第三者委員

会として、本財団各部門が実施する事業等について、財団運営や今後の事業

実施における課題や方向性を踏まえた中で検討を行う機関として専門委員会

を開催する。検討結果については理事会へ報告する。 

 年間 3回～4回開催 

 (芸術文化専門委員会は、翌年度助成事業の審議･決定を含む。) 

生涯スポーツ推進委員会 
(スポーツ事業部門専門委員会) 

芸術文化専門委員会 
(芸術文化部門専門委員会) 
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 （3）その他会議の開催 

会議等の名称 内    容 

経営管理会議(仮称) 
(課題調整会議から名称変更) 

 業務執行理事等及び課長以上の職員により、事務執行上の課題や重要事項

について検討し方針を決定する。 

 

 原則 毎月 1回 第 4水曜日開催 

みらい推進会議(仮称) 
(管理運営会議から名称変更) 

 参事級職員以下の管理職の出席により、財団内部にわたり総合調整を必要

とする事項や経営管理会議(仮称)に付議する議案等で事前に会議で協議する

ことが必要と認められる事項について審議する。 

 

 原則 毎月第 1第 3水曜日開催 

全体調整会議 

 専務理事、常務理事、部長級職員、参事級職員、事務局総務課管理職と、

藤沢市所管課管理職等による定例会議を開催し、法人運営上の課題等につい

て情報共有を図る。 

 

 原則 毎月 1回 第 3水曜日開催 

部門別会議 

 各事業部門職員と藤沢市当該事業所管課の職員による会議。部門特有課題

の情報共有を図り対応等を検討する。 

 

 原則 毎月 1回 開催 

課内会議 

(所内会議) 

 職員全員が必要な情報を共有できるよう、財団内での諸会議における重要

事項の報告を行うとともに、所管業務に関する課題解決へ向けた協議を行う。 

 

 原則 毎月 1回 開催 

コンプライアンス委員会 

 理事長を委員長として、コンプライアンスに関する取組方針や職員等のコ

ンプライアンス意識の高揚を図るための研修内容等、コンプライアンス推進

に必要な事項に関する検討を行う。 

 

 定例会 年 2回(5月、10月)、臨時会 必要に応じ随時  

総括管理委員会 
(法人全体衛生委員会) 

及び 
衛生委員会 

(法定施設衛生委員会) 

 財団全体及び常時50人以上の職員を雇用する施設(鵠沼運動施設･秋葉台運

動施設)において、産業医、衛生管理者、管理職、職員代表等により構成する

衛生委員会を組織し、職員の安全衛生に関する事項を調査･審議する。 

 

 原則 毎月1回 開催 
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会議等の名称 内    容 

広報･CI活動推進委員会 

 広報･CI活動推進委員会を中心に、季刊誌「FUJISAWA MIRAI. net」の編集、

発行や SNSの運用に関することのほか、効果的な PR手法や価値を高めるため

の活動について検討する。 

 

 令和 8年度は、概ね年 6回程度委員会を開催する。 

 各部会は、随時開催する。 

 

・利便性の高いホームページ 

 ホームページのリニューアルについて、令和７年度にプロジェクトチーム

を発足し、利用者が必要とする情報を見やすく提供できるよう検討を重ね、

令和 8年 4月から稼働する。 

 

・SNS等のフォロワー拡大に向けた取組を実施 

 即効性の高い SNS でニーズに応じタイムリーな情報発信を行う。また、フ

ォロワーを拡大するための方法を検討し、実行する。 

 

・季刊誌「FUJISAWA MIRAI. net」の編集、発行 

 季刊情報誌として「FUJISAWA MIRAI. net」を年 4回発行し、本財団が開催

する各種事業や管理施設の紹介等の情報を広く市民へ周知し、青少年健全育 

成･スポーツ･芸術文化活動の普及振興を図る。 

年 4回発行(4月、7月、10月、1月) 各号 4,000部 

 

事 業 名 内 容 

みらい横断スタンプラリー 

2026 

 各事業課の主要事業を対象事業とし、

参加するごとにスタンプを押し、一定数

集まった時点で記念品と交換する。 

 本事業は、財団の認知度を更に高める

とともに、小学生や中学生、親子世代の

利用者の事業参加の促進及び、リピータ

ー確保に繋げ、財団の魅力を広く周知す

ることを目的とする。 
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【人材育成】 

1 各種研修等の実施 

 （1）基本研修 

研修区分 内    容 

階層別研修 

 職員の在職年数や年齢、職に応じて求められる知識や技能等を修得するた

めの研修を実施する。 

種 別 内 容 

自主開催 

*新規採用職員研修 

*事業課間体験研修 

  (新規採用者･採用 5年目及び 10年目等） 

*集合研修(部門間を越えた合同研修) など 

外部主催 

*藤沢市主催 

 新採用研修 前期･後期研修(新規採用者) 

 一般職員一部研修(採用 3年目) 

 一般職員二部研修(採用 6年目) 

 監督者一部研修(主査昇任者) 

 監督者二部研修(上級主査昇任者) 

*民間主催管理監督者向け研修(管理監督者) 

など 

 

合同研修 

 職階層区分にかかわらず、財団職員として職務を遂行する上で必要とする

知識を習得するための研修を実施する。 

種 別 内 容 

自主開催 

*安全衛生全体研修 

*接遇研修 

*情報セキュリティ研修 

*ハラスメント研修 

*コンプライアンス研修    など 

外部主催 
*神奈川労働局主催 労働大学講座 

*藤沢商工会議所主催 各種講座  など 

 

職場研修 
 職場における執務事務や接遇等に関する知識･技能を高めるため、職場上司

による日常業務を通じた研修を実施する。 
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 （2）専門研修 

部門区分 内    容 

青少年事業部門 

 青少年施設や児童クラブの職員、指導員として必要とされる専門的知識、

技能等を修得し、安全な施設運営と専門性向上への基礎となる職員の資質向

上を図る。 

 *普通救命講習(心肺蘇生法、AEDの取扱い など) 

 *こどもや保護者への支援に関する研修、自身の指導の振り返り、他 経験 

  年数に応じたグループ研修  など 

スポーツ事業部門 

 体育館やプールといった公共運動施設の職員として必要な専門的知識、技

能等について、特に安全管理の維持･向上と運動指導に関わる基礎的な研修を

中心に実施する。また、外部で主催する研修を受講し、職員の資質向上を図

る。 

自主開催研修 

 *事業担当者（POOL･GYM＆FITNESS 担当者）全体研修や担当者ごとの研修を

定期的に実施（指導スキルの向上･体系化や、参加者の声を共有し、達成感

を感じリピート参加に繋がる事業展開を図る） 

*作業時の怪我等の防止に関する安全衛生研修、熱中症予防研修など 

 

外部主催研修 

 *水上安全法救助員養成講習、救急法救急員養成講習、藤沢市消防局普通 

救命講習など 

 *運動前の健康チェックに関する研修「健康スポーツミーティング」、藤沢

市保健医療財団交流研修、介護予防事業に関する交流会など 

 

オリンピアンによる水泳指導者研修 

 *POOL担当職員が、洗練された指導法を身に付けるため、藤沢市出身のオリ

ンピアン立石諒氏が主催する研修を受講し、水泳のインストラクターに必

要な資格（基礎水泳指導員・水泳教師・上級水泳教師等）の取得を図る。 

芸術文化事業部門 

 市民が多様な芸術文化事業に触れる機会を提供するため、その魅力ある事

業の企画･運営力の養成に加え、将来の芸術文化事業に向けた新たな事業展

開･取組を図るため、外部で主催する研修を受講し、その必要な専門的知識の

修得、情報収集に努める。 

 *全国劇場･音楽堂等職員アートマネジメント研修会、芸術文化に係る 

 研修 など 
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 （3）派遣研修・資格取得等 

区 分 内    容 

派遣研修 

 専門機関が開催する研修等を受講し、職務の遂行に必要な、より高度な専
門的知識･技能等を修得するとともに、見聞や見識の向上を図る。 

部 門 内 容 

事務局(総務課) 

 会計、労務等に関する各種講習、講座 
*全国公益法人協会主催講座 
*神奈川労働局主催講座 
*会計システム事業者主催講座  など 

青少年事業部門 

 青少年施設や児童クラブ運営における事業
企画、指導技術向上に関する講座等 
*神奈川県立青少年センター主催 
 リードアップセミナー、子ども施設指導員 
 セミナー、フォローアップセミナー 
*独立行政法人国立青少年教育振興機構 
 全国青少年教育施設長会議･施設研究集会 
*神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい
部次世代育成課 

 主催 放課後児童健全育成事業支援員等資 
 質向上研修 
*神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課
主催 食物アレルギー･緊急時対応研修 

 など 

スポーツ事業部門 

 各種運動指導や施設の管理運営に必要な知
識、技術習得のための講座等 
*(公財)日本スポーツ施設協会主催 
 公認トレーニング指導士養成講習、公認水 
 泳指導管理士養成講習、公認スポーツ施設 
 管理士養成講習、公認スポーツ施設運営士 
 養成講習 
*(公財)健康･体力づくり事業財団 
 健康運動指導士養成講習会 
*(公社)日本プールアメニティ協会主催 
 プール衛生管理者講習 
*(一社)日本スイミングクラブ協会主催 
 泳力認定員資格取得講習 
*藤沢市健康づくり課･(公財)藤沢市保健医療 
財団主催 藤沢市ラジオ体操指導者講習会 
 など 

芸術文化事業部門 

 芸術文化事業の知識や企画･運営力の養成、
芸術文化事業･文化施設等の情報収集のため
の研修受講、施設･公演視察等 
*全国劇場･音楽堂職員アートマネジメント研 
 修会、昭和音楽大学アートマネジメント人 
 材育成研修 
*文化施設･ホール等の視察 
*音楽･演劇公演団体主催の公演視察 など 
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区 分 内    容 

資格取得等 

 法令等により必要とされるものや、施設管理の安全性や各種指導における

知識･技術の信頼性を高めるため、専門資格の取得を推進する。 

資格名称等 認定機関等 

第二種衛生管理者 厚生労働省所管国家資格 

甲種防火管理者 (一財)神奈川県消防設備安全協会 

食品衛生責任者 (公財)神奈川県食品衛生協会 

放課後児童支援員 神奈川県知事 

自然体験活動指導者 全国体験活動指導者認定委員会 

救急法救急員 日本赤十字社神奈川県支部 

水上安全法救助員 日本赤十字社神奈川県支部 

健康運動指導士 (公財)健康･体力づくり事業財団 

公認スポーツ施設管理士 (公財)日本スポーツ施設協会 

公認スポーツ施設運営士 (公財)日本スポーツ施設協会 

公認上級スポーツ施設管理士 (公財)日本スポーツ施設協会 

公認トレーニング指導士 (公財)日本スポーツ施設協会 

幼児体育指導者 (公財)日本幼少年体育協会 

公認水泳指導管理士 (公財)日本スポーツ施設協会 

プール衛生管理者 (公社)日本プールアメニティ協会 

泳力認定員 (一社)日本スイミングクラブ協会 

              など 
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【財務運営】 

1 業務の効率化による財務基盤の確立 

区 分 内    容 

デジタル技術の導入･積極的活

用による事務の効率化 

【人事・労務管理システム】 

 令和 7年度一部導入した人事・労務情報を一元管理するコンピュータシステ

ムについて、本格稼働させ総務課及び各事業課管理部門の業務全般的な効率化

を図る。 

【Web会議の継続】 

 Web会議の実施については、職員の移動に係るコスト削減や会議資料を紙媒

体から電子化したデータとして活用･保存することでペーパーレス化にも繋が

り、コストの削減が図れている。継続的な Web会議の促進により、更なる業務

の効率化を図る。 

【全職員共通のイントラネット(グループウェア)の活用】 

 現在導入している全職員共通のイントラネットについて、その活用方法を継

続的に見直し、各課、各職員の予定等を見える化し、情報共有を図り、風通し

の良い職場づくりを目指す。 

 また、共通システムを使用することで経費が抑制され、かつ電子データでの

情報共有により、ペーパーレス化を推進しコストの削減を図る。 

 

2 新たな公益法人会計基準への対応 

区 分 内    容 

新たな公益法人会計基準の
理解及び移行準備調整 

【職員への情報提供等】 

 令和 10年度予算からの適用を目指し、認定法改正の要点など職員へ段階的

に情報提供を行なうことで理解を深め、円滑に移行できるよう努める。 

 また、新基準に適合した公益法人会計システムの移行調整を行なう。 

【今後の予定】 

 令和 8年度・・・職員への情報提供、公益法人会計システムの移行調整 

 令和 9年度・・・実務者向け研修会の実施、令和 10年度予算編成(新基準) 

 令和 10年度・・・新基準に則った会計実務の実施 

 

3 財務基盤の強化 

区 分 内    容 

財務基盤の強化を目的とした各

課横断プロジェクト 

【プロジェクトの発足】 

 持続可能な組織運営のため、財務分析、事業の見直しや新たな収益源の確保

による収支の適正化を目的として、各課を横断したプロジェクトを立ち上げ

る。 

【目標】 

 「令和 9年度予算編成にて、資金収支ベースでの収支均衡を図る」ことを目

標に、具体的取組の検討を行い、経営管理会議(仮称)へ提言する。 
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【その他目的を達成するために必要な事業】 

1 関係団体等交流事業 

 （1）財団関係団体等の交流事業 

事  業  名 内    容 

新春のつどい 

 本財団事業に係わる関係者や関係団体等が一堂に会し、新年を祝うととも

に、本財団の活動報告や各団体の指導者間の情報交換、親睦を図る。 

 *対象  青少年･スポーツ･芸術文化の関係者や関係団体等 

 *期日  2027年 1月中旬 開催予定 

 *場所  藤沢商工会館ミナパーク(予定) 

 

2 みらいサマースクール推進委員会 

事  業  名 内    容 

みらいサマースクール 

 青少年、スポーツ、芸術の各事業部の横断的な事業として、「みらいサマー

スクール」を開催する。 

 児童クラブ運営のノウハウを最大限に発揮し、こどもたちに安全･安心な居

場所を提供するとともに、各事業部で培ってきたスポーツ指導、自然体験活

動、児童保育等様々な分野において知識と経験を生かした特色のあるイベン

トやプログラムを提供する。 

・対象 市内在住の小学校 4～6年生 36人 

・時期 2026年 7月 21日～8月 31日 

・場所 秩父宮記念体育館 他 

・内容 キャンプ、カヌー体験、アート体験、縄跳び、インクルーシブス 

    ポーツ体験等(予定) 

・参加費 30,000円(就学援助受給世帯については、10,000円) 

 

*サマースクールについては、藤沢市が実施する子どもの居場所づくりの一環

で、夏期休業期間に、保護者が就労等により、昼間家庭にいない藤沢市内に

在住の小学生 4 年生から 6 年生までを対象に居場所を中心に適切な遊びや生

活の場を提供するもので、運営事業者は公募により選考される。  
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Ⅰ   運営方針  

 現代の青少年を取り巻く環境は、人間関係の希薄化やデジタル化の進展に伴う生活様式の変化など

を背景に、不登校・ひきこもり・ネット依存・いじめ・ヤングケアラーなど、深刻かつ多様な課題が

複雑に絡み合っています。加えて、各種調査において、若者の自己肯定感や精神的幸福度の低さが指

摘されており、心身の発達や社会性・自立への影響も懸念されている中、自己肯定感や課題解決能力

を育む体験活動の重要性が改めて高まっており、こども・若者を支える取組の一層の充実が求められ

ています。 

 こうした状況を踏まえ、本財団は、「こどもの笑顔がつながるまち、ふじさわ～子ども・若者一人ひ

とりの可能性を育み、だれひとり取り残さない、あたたかい地域共生社会～」の実現に向け、藤沢市

の各計画に基づき、こども・若者が夢や希望を持ち、未来を思い描ける環境づくりを進めます。具体

的には、家庭の経済状況や置かれた環境に左右されにくい体験機会を拡充し、遊び・学び・人との出

会いを通じて「やってみたい」という意欲を育むとともに、学校や家庭とは異なる第三の居場所（サ

ードプレイス）として、安全・安心に過ごせる環境を整え、さらに、日常の小さな声やサインを丁寧

に受け止め、必要な支援につながるきっかけをつくります。併せて、青少年の自立と社会参加を支援

する取組を進めてまいります。運営にあたっては、こども・若者の声を継続的に把握し、事業内容の

改善に反映します。 

 令和８年度は、５年間（少年の森は再整備により２年間）の指定管理期間の初年度となります。「藤

沢市子ども・若者共育計画」及び「藤沢市子どもの居場所づくり推進計画」に基づき提案した事業計

画を着実に実行し、利用者満足度の向上と安全・安心な運営の徹底を図ります。 

 財政面では、エネルギー価格や人件費等の上昇が常態化し、指定管理料等の収入環境も厳しさを増

す中、中長期的視点に立ったコスト管理と業務の効率化を進め、可能な限りの経費節減に努めます。

併せて、指定管理料以外の収入源の確保として、保護者がＷｅｂを通じて事業参加時のお子さんの写

真を購入できる「えんフォト」による写真販売手数料収入等、自主財源の確保に取り組み、安定的で

持続可能な施設運営につなげてまいります。 

 施設・事業面では、各施設の特性と利用者ニーズを踏まえ、機能強化を進めます。藤沢青少年会館

では、自習室の供用時間を拡大するとともに、家庭や部活動以外に行き場の限られる若年層が安心し

て過ごせる居場所としての機能を強化します。少年の森では、体験活動の場として、豊かな自然環境

を生かした運営を行うとともに、フリースクール等との連携など、学校以外でも安心して学べる居場

所の提供に努めます。また、再整備に向けた様々な検討も併せて進めてまいります。地域子どもの家

では「地域のこどもは、地域で見守り育てる」を基本に地域と協働した施設運営・事業展開を継続し、

家族利用の受入れや館内飲食について、藤沢市及び各運営委員会と調整のうえ、ニーズに即した運営

に努めます。児童館では、令和６年度から蓄積したノウハウを生かし、ランドセル来館の全館本格実

施に向けて各小学校と連携して取り組むとともに、中学生にとっての第三の居場所（サードプレイス）

としての機能強化を図ります。 

 以上の取組を通じて、こども・若者が安心して過ごし、挑戦や体験を重ねながら、一人ひとりの可

能性を伸ばせる環境を整えます。こども・若者の声を大切にし、地域との連携を基盤とした支え合い

を広げることで、「すべてのこどもが夢や希望を持ち、未来を思い描ける社会の実現」を目指してまい

ります。 
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Ⅱ   実施事業等 

【青少年の健全な育成を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 1号）】 

1 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進 

 （1）青少年の多文化理解・共生への支援 

事  業  名 内    容 

青少年国際化推進事業 

 青少年が地域で様々な外国の方と交流し、相互に理解を深める体験を通し

て、互いの人権を尊重して共に生きるという心を養うとともに、地域から世

界に目を向け、国際的視野を持つことができる青少年の育成を行う。 

・対象 市内在住、在勤、在学の 30歳位までの青少年及び同年代を中心とし 

    た市内の外国籍市民 

・時期 未定(青少年国際化推進事業実行委員会で協議) 

・場所 未定(青少年国際化推進事業実行委員会で協議) 

・内容 青少年で構成された青少年国際化推進事業実行委員会を組織し、本 

    事業の対象者が集まるような事業の企画運営を行う。事業について 

    は、年 3回程度を予定。 

・主管 青少年国際化推進事業実行委員会 

 

 （2）青少年の自立と社会参加を支援する体験活動の推進 

事  業  名 内    容 

小学生リーダースクール 

 こどもたちが集団活動･体験活動に主体的に関わり、自ら活動内容を創り上

げる中で、達成感や仲間との共感を得られる体験の場を提供し、リーダーと

しての素養を育むとともに、豊かな人間性の成長を促す。 

・対象 市内在住、在学の小学校 5･6年生 36人 

・時期 通年 

・場所 藤沢青少年会館 他 

・内容 仲間づくり、野外活動、宿泊研修、青少年会館まつり参加 等 

・参加費 1人 5,000円（就学援助世帯については 1,500円） 

育成指導者研修 

 地域における青少年育成活動を推進するために、青少年団体の育成者･指導

者を対象とした研修会を実施し、各地域で中心的に活動できる人材育成を行

う。 

・対象  青少年育成者･指導者 

・時期  通年(年 2回) 

・場所  藤沢青少年会館 

・内容  安全研修、視察研修 等 

・委託先 藤沢市子ども会連絡協議会 

中学生リーダースクール 
高校生リーダースクール 

 参加者が興味や関心のある活動に主体的に参画し、プログラムの企画から

運営まで責任をもって自主的に担うことにより、一人ひとりが達成感を得ら

れるようにするとともに、同年代の相互交流を深める。また、高校生リーダ

ースクールでは、社会の一員としての自覚と責任感の醸成を目的に、ボラン

ティア活動を体験する。 

・対象  市内在住、在学の中学生 30人･高校生 30人 

・時期  通年 

・場所  藤沢青少年会館 他 

・内容  参加者主体の企画会議を行い、興味や関心、季節にあった活動を 

     年数回開催  (例)宿泊研修、青少年会館まつり参加、事業運営等 

・参加費 中学生 1人 5,000円（就学援助世帯については 1,500円） 

高校生 1人 5,500円 
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事  業  名 内    容 

海とあそぼう 

 藤沢市の地理的特性である海を舞台に、カッターボート･シーカヤックの漕

艇体験を通して、海という自然への理解を深めるとともに、社会性や協調性を

育む。 

・対象  市内在住、在学の小学校 5･6年生 42人 

・時期  2026年 6月20日(土) 

・場所  江の島(湘南港、江の島ヨットハウス) 

・内容  カッターボート･シーカヤック漕艇体験、海辺の生物観察 

・参加費 1人 3,000円(就学援助受給世帯については、1,000円) 

・協力  藤沢海洋少年団、藤沢市科学少年団、海上保安庁湘南海上保安署 

ふじさわ文化体験事業 

 東海道五十三次の宿場ふじさわ周辺を舞台に、体験活動を通じて歴史を学

び、自分が住む町への愛着心を育む。また、寺院での活動を通して多様な価値

観や精神性を育むとともに、仲間との協調性や規律を学ぶことによって、次代

を担う青少年の健全育成に資する体験学習を目的とする。 

・対象  市内在住･在学の小学 4～6年生 36人 

・時期  2026年 7月29日(水)～30日(木)  1泊 2日 

・場所  清浄光寺(遊行寺)及び藤嶺学園藤沢中学校、遊行寺周辺 

・内容  ふじさわ宿交流館で宿場町藤沢の歴史を学ぶ。遊行寺では歴史を 

     学び、お寺の作務や朝勤行など生活を体験する。 

・参加費 1人 7,000円(就学援助受給世帯については、2,300円) 

・協力  時宗総本山清浄光寺(遊行寺)、藤嶺学園藤沢中学校、 

聖園女学院中学校、ふじさわ宿交流館 

・主管  ふじさわ文化体験事業実行委員会 

自然体験活動事業 
 

 藤沢では体験できない豊かな自然を体験するとともに、地域の歴史や文化に

触れることで、藤沢と他地域との違いや特色を学ぶ。また、仲間とともに未体

験のことに挑戦することで、積極性や協調性を育む。 

・対象  市内在住･在学の小学 3･4年生 36人 

・時期  本番：2026年 9月 12日(土)～13日(日) 1泊 2日  

      事前研修：2026年 9月 6日(日) 事後研修：2026年 9月 27日(日) 

・場所  静岡県立朝霧野外活動センター(静岡県富士宮市根原 1番地) 

     事前･事後研修については、藤沢青少年会館 

・内容  自然の中で集団生活を行うとともに、ハイキングやネイチャーゲー 

     ム、キャンプファイアなど様々な自然体験活動を行う。 

・参加費 1人 9,000円(就学援助受給世帯については、3,000円) 
・主管  自然体験活動わくわく大自然実行委員会 

子ども･若者自立支援事業 

 社会的自立を目指す若者に対し、こどもたちとの交流やふれあいを通じた社

会体験の機会を提供する。あわせて、こどもたちが将来的に困難を抱え込まな

いよう、多様な人々との交流によって、地域との繋がりや社会性を育むことが

できる居場所の提供を行う。 

・対象 社会的自立を目指す若者及び青少年 

・時期 通年 

・場所 藤沢･辻堂青少年会館、少年の森、児童館 

・内容 「社会的自立を目指す若者の受け入れ」 

    自立支援機関等と連携し、社会的自立を目指す若者にこどもたちや 

    施設利用者等との交流やふれあいを通した社会体験の場を藤沢･辻 

    堂青少年会館及び少年の森、児童館で提供する。 
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 （3）青少年の健やかな成長を支えるための環境整備 

事  業  名 内    容 

リーダースクール 
～ＮＥＡＬリーダー 

養成講習会～ 

 青少年の健全育成事業に関わる大人が、自然体験活動の専門的な知識と技

術を習得するとともに、その必要性への理解を深めることにより、青少年を

対象とした自然体験事業の充実・拡大を図り、安全かつ効果的な活動の実施

に繋げることを目的とする。なお、講座を修了し、認定試験に合格すること

で、全国体験活動指導者認定委員会が行っている自然体験活動指導者(NEAL)

の資格を取得できる。 

・対象  市内在住、在学、在勤の 18歳以上 20人 

・時期  日程未定【3日間】 

・場所  藤沢青少年会館 他 

・内容  青少年活動に関する基礎的知識、専門的知識、技術について、 

     机上講義や体験活動を織り交ぜながら習得する。 

・参加費 1人 6,000円 

みらい子どもフェスタ 
in 

少年の森 

 青少年健全育成の場、青少年団体及び青少年育成団体の活動の場とすると

ともに、参加者に各団体への関心を持ってもらう機会とし、自主的な青少年

活動の広がりを促進する。実行委員会や事業当日の活動を通して、団体相互

のコミュニケーションや交流を図る。 

・対象 市内青少年団体･青少年育成団体及び一般の青少年とその家族 

・時期 2026年 5月 5日(火･祝) 

・場所 少年の森 

・内容 青少年団体、青少年育成団体企画の事業、参加団体共同による事業、 

    協力団体による模擬店 

・主管 みらい子どもフェスタ in少年の森実行委員会 

※みらい子どもフェスタとしてゴールデンウィークに財団全体で各種事業を 

 開催し、広報等は協力して行う。 

青少年団体･青少年育成団体 
交流事業 

 青少年団体、青少年育成団体が交流事業を通して、お互いの活動目的や内

容の理解を深め、各々の持ち味や得意分野を活用し、連携した事業の展開を

図る。 

・対象 青少年団体、青少年育成団体 

・時期 未定(団体交流事業実行委員会で協議) 

・場所 未定(団体交流事業実行委員会で協議) 

・内容 実行委員会が中心となり、青少年団体、青少年育成団体が交流でき、 

    連携した事業展開に繋がるような事業内容を企画し、運営する。 

・主管 団体交流事業実行委員会 

青少年ボランティア 
ステーション 

 青少年ボランティアの登録制度として、ボランティアの募集･登録を行い、

青少年に活動の場を提供するとともに、青少年ボランティアの育成･交流を図

る事業を実施する。 

 また、藤沢市が運用するボランティア情報掲載サイト「チーム

FUJISAWA2020」と連携することで、より効果的な周知を行う。 

・対象 15歳～概ね 30歳の青少年 

・時期 通年で募集･登録 

・内容 

 ①活動の場の情報提供 

  登録したボランティアへの連絡ツール(LINE等)でボランティアを必要 

  とする青少年事業の紹介を行う。 

 ②青少年ボランティアの育成 

  ボランティア活動に必要な最低限の技術取得を目的に研修を行う。 

 ③青少年ボランティアの交流会 

  青少年ボランティア同士の情報交換及び交流を目的に交流会を行う。 
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 （4）青少年施設の活用 

事  業  名 内    容 

青少年施設における体験事業 

 本財団が管理する青少年施設において、青少年に体験活動の場を提供し、

健全な育成を図るため、社会参加活動をはじめとした多種多様な事業を実施

し、野外教育施設である少年の森では、自然体験活動等を行う。また、地域

における子育ての拠点として、子育て支援事業や地域コミュニティの場の提

供を行う。 

 ①藤沢青少年会館 

  あそびスタジオ、こども体験クラブ、伝承文化事業、防災教室、福祉体 

験（手話）、子育て支援事業（親子にっこり講座）、サークル事業(合気道・ 

スポーツチャンバラ等)、居場所事業（フリースペース・自習室開放）、 

学習支援（宿題応援）、会館まつり「秋の祭典」、地域交流事業 等 

 

 ②辻堂青少年会館  

  クラブ事業(卓球、将棋、発明、似顔絵等)、子育て支援事業(Happyワク 

ワク子育て講座)、SDGsプロジェクト、もったいないネット、世代間交 

流事業（陶芸教室等）、つじせいキッチン、学習応援、チームレスキュー、 

居場所事業（サードプレイス）、会館フェスティバル 等 

 

 ③少年の森 

  森林体験学習、持ち込み家族テント泊、夏休み森のラジオ体操、藤沢ご

しょみ産アウトドアクッキング、菜の花キャンプ、親子でツリークライ

ミング、みらい子どもフェスタ in少年の森、親子キャンプ塾、稲作体験

学習、森のようちえん、キャンプファイア、天体観望会、夏の夜の自然

観察、子どもキャンプ、親子キャンプ、森のお仕事、輪飾り作りとたき

火のおにぎり、季節の森さんぽ、サンデープレーパーク、森の音楽会、

遠藤笹窪谷連携事業、親子ヨガ、森のマルシェ 等 

 

 ④児童館 

  子育て支援事業(読み聞かせ、リトミック、ベビーマッサージ、保育士相 

  談等)、季節事業(七夕、夏まつり、ハロウィン、クリスマス、節分等）、

リーダー育成事業(クラブ活動、ボランティア体験等）、居場所事業(創作

活動、館内飲食、ランドセル来館）、学習支援事業、世代間交流事業、児

童館まつり 等 

 

 ⑤地域子どもの家 

  伝承文化事業、レクリエーション活動、地域子どもの家まつり、ゲーム 

  大会、子育て支援事業、季節事業(七夕まつり、お月見、節分) 等 
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2 青少年施設の管理運営 

 （1）指定管理者施設（青少年施設）の管理運営 

事  業  名 内    容 

藤沢市青少年会館管理運営 

 令和 8年度から令和 12年度までの 5年間の指定管理者として、藤沢市青少

年会館(藤沢･辻堂)の管理運営を行う。 

 青少年に活動の場を提供し、健全な育成を図るという設立目的から、居場

所事業の推進や学習支援事業など、より多くの青少年が利用しやすい環境を

整備するとともに、サークル事業や青年対象事業、子育て支援事業等ニーズ

に沿った体験機会の提供を図る。 

 自習室や宿題応援などの学習支援に食事提供事業の拡充に取り組むほか、

若者運営委員会から、青少年の意見を会館運営に取り入れ、青少年の活動環

境を整える。さらに高校生から 30歳までの青少年を対象に、若い世代のライ

フデザイン（将来設計）を支援し、人生の選択の幅を広げられるように取組

を進める。 

【令和 8年度の主な取組】 

取組 内容 

居場所事業の推進 

ホームスクーラーへの支援を目的に、様々な

事情を抱える青少年の居場所をつくる。あわ

せて、地域団体や支援に関わる関係団体と連

携し、家庭から地域へと一歩踏み出すための

企画・機会の創出を推進する。 

SDGsプロジェクト 

次代を担う青少年が SDGsを自分事として捉

えられるよう、多様な視点から関心と理解を

促す機会を提供する。また、SDGs 共創パー

トナーの役割を推進し、SDGs に関する各種

事業を実施する。 

若者ライフデザイン支援 

義務教育修了後の高校生世代から 30歳まで

の青少年を対象に、人生の選択肢を広げるこ

とを目的として、実践的な学びと心の充実を

図る事業を実施する。また、男女が共に仕事

と家庭，地域における活動に参画し活躍でき

る力を育む。 

学習支援・貧困対策事業 

高校生リーダースクール等の協力と、就労継

続支援 B 型事業者との連携による「学習支

援」と「食事の提供」を行い、学校長期休業

中の生活・学習習慣の定着支援を図る。 

若者運営委員会の開催 

高校生から概ね 30歳までを対象に若者運営

委員会を組織し、青少年会館のより良い運営

を図るため、定期的に会議を開催するととも

に、事業の企画・実施を行い、目標の達成に

向け行動することで主体性や積極性を育成

する。 

 

【管理施設】藤沢青少年会館、辻堂青少年会館 全 2施設 
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事  業  名 内    容 

少年の森管理運営 

 令和 8 年度から令和 9 年度までの 2 年間の指定管理者として、藤沢市少年

の森の管理運営を行う。 

 青少年団体や家族が野外活動を通して成長する活動の場、青少年が自然の

中で様々な自然体験や遊びができる居場所となるよう、野外活動施設として

の役割を担っていく。 

 これまで好評を得てきた事業を継続するとともに、時代や社会の変化に対

応したサービスの提供に取り組むとともに、「こどもまんなか社会」の理念を

踏まえ、施設運営や事業計画に反映させることで、より利用者に寄り添った

運営に努める。 

【令和 8年度の主な取組】 

取組 内容 

こどもからの意見をフィ

ードバックした施設運営 

  

アンケート等により、こどもからの意見聴

取を実施し、施設運営に反映することで、

「こどもまんなか社会」実現に向けた取組

を図る。  

こどもの居場所づくり  

学校や家庭とは異なる顔が出せる居心地

の良い居場所となるよう、こどもの目線に

立ち、できる限りこどもからの声に耳を傾

け取組を進め「こどもまんなか」への姿勢

と安全管理のバランスを考慮した施設運

営を心がける。 

地域との交流・連携 

御所見市民センターや地域の小・中学校、

遠藤笹窪谷公園等と継続的に連携をし、利

用者や団体、地域の方とのコミュニケーシ

ョンを深めることで、新たな利用者の獲得

に努める。また、地域の自治会や学校長、

青少年団体等が委員として参画する少年

の森運営委員会と協働し、共育の場を目指

した施設運営を行う。 

SNS等を活用したタイムリ

ーな情報発信 

現代の主要な情報発信ツールであるSNS等

(LINE・X(旧 Twitter)・Instagram・ブログ)

を積極的に活用し、施設及び事業の最新情

報をタイムリーに発信し、多くの利用者が

リアルタイムに情報を得られる環境を整

える。 

ボランティアチームとの

連携 

令和4年に発足した少年の森だいすきクラ

ブと連携し、少年の森の各種事業の運営支

援を受けるとともに、年 1回、主催事業も

実施している。今後は活動の更なる拡充を

図るため、人材確保・育成にも努める。 
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事  業  名 内    容 

児童館管理運営 

 令和 8年度から令和 12年度までの 5年間の指定管理者として、藤沢市立児

童館(大鋸･辻堂･鵠洋･辻堂砂山･石川)の管理運営を行う。 

 管理運営を行うにあたっては、地域と一体となり、こどもたちの安全･安心

な遊びの拠点、居場所を提供する。また、地域の方々で構成された児童館運

営委員会を中心に、各児童館で青少年健全育成事業を実施する。 

【令和 8年度の主な取組】 

取組 内容 

児童館ガイドラインを踏ま

えた取組 

児童館ガイドラインに基づき「こどもの

権利」及び「性被害の防止」に関する職

員研修を実施し、その内容を児童館の利

用者にも周知することで、理解と啓発を

図り、積極的に推進していく。 

ランドセル来館の実施 

放課後の居場所を必要としているこども

が、学校から直接児童館に来て過ごすこ

とができるようにする。令和 8年度は 4

月から全館で実施する。 

施設内での飲食の実施 

こどもの居場所として昼食を食べる場所

を時期や時間を定めて提供する。令和 7

年度の各館の実績に改善を加え、対象日

の増加を図る。 

中学生の居場所 

事業へ中学生を呼び込むとともに、学習

支援や児童館まつり等でのボランティア

参加等、中学生が活躍できる居場所づく

りの場を創出していく。 

【管理施設】大鋸児童館、鵠洋児童館、辻堂児童館、辻堂砂山児童館、 

      石川児童館 全 5施設 

地域子どもの家管理運営 

 令和 8年度から令和 12年度までの 5年間の指定管理者として、藤沢市地域

子どもの家 18施設の管理運営を行う。 

 「地域市民との協働による管理運営」、「地域のこどもは地域で見守り育て

る」を基本理念に、地域のボランティアである運営委員会や見守る人と連携・

協力し、こどもたちの安全･安心な遊びの拠点、居場所を提供する。 

【令和 8年度の主な取組】 

取組 内容 

こどもからの意見をフィ

ードバックした施設運営、

事業の実施 

アンケート等により、こどもからの意見聴

取を実施し、結果を施設運営に反映するこ

とで、「こどもまんなか社会」実現に向け

た取組を図る。 

館内飲食の実施 

こどもの孤食など利用者のニーズと社会

の課題を鑑み、学校長期休業期間に館内飲

食を実施するとともに、実施施設の拡大を

図る。 

子どもの家運営委員会、見

守る人の担い手の確保 

藤沢市、各子どもの家運営委員会と連携

し、運営委員、見守る人の担い手の確保を

図る。 

【管理施設】湘南台子どもの家、片瀬子どもの家、羽鳥子どもの家、中里子

どもの家、藤沢子どもの家、鵠沼子どもの家、大越子どもの家、大庭子ども

の家、六会子どもの家、長後子どもの家、鵠南子どもの家、八松子どもの家、

本町子どもの家、秋葉台子どもの家、高谷子どもの家、俣野子どもの家、村

岡子どもの家、大道子どもの家 全 18施設 
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 （2）SL広場の管理運営 

事  業  名 内    容 

SL広場管理運営 

 スポーツ事業課が指定管理者として管理する八部公園内に設置されている

SL広場の管理運営を行う。管理運営にあたっては、藤沢 SL少年団、藤沢鉄道

車輌保存会にご協力いただき、C11型蒸気機関車 245号「しおかぜ号」の定期

清掃、本体･付帯設備の維持管理を行う。また、毎月第 2 日曜日に「ミニ SL

運転会」を実施するとともに、10月 12日(月･祝)にスポーツ事業課と共同で

「SLまつり」を八部公園で開催する。 

 

 （3）少年の森宿泊研修施設の管理運営 

事  業  名 内    容 

少年の森宿泊研修施設管理運営 

 少年の森での宿泊を伴う青少年の自然体験活動、青少年指導者等の研修の

ため、本財団が所有する宿泊研修施設「かわせみハウス」の管理運営を行う。 

 また、施設内の研修ホールを宿泊だけではなく、青少年の活動や研修等で

活用する。 

【令和 8年度の主な取組】 

取組 内容 

宿泊研修施設の修繕 

建築から 20 年が過ぎ、外壁や水回りなど

の劣化等が見受けられる箇所について修

繕を行う。 

【施設概要】 

 建物   木造 2階建 

 施設内容 研修ホール、シャワールーム、宿泊室(定員 40人) 

 利用対象 18歳以下の方で 10人以上の団体やグループ(要指導者引率) 

      青少年健全育成を目的に研修を行う10人以上の団体やグループ 

 

 

3 その他 

事  業  名 内    容 

ホームページの拡充・SNSの活用 

 ホームページの有効活用により、インターネットを通じて広く財団事業を

紹介し、各事業課の管理施設案内、教室･事業等の周知宣伝並びに関連情報の

提供を行う。併せて広告掲載を募り、事業収入の拡充を図る。 

 また、青少年事業課のイベント･事業情報や青少年へ貸し出しを行っている

藤沢青少年会館の部屋の空き状況等の情報発信には X(旧 Twitter)や LINE な

どの SNSを活用し、リアルタイムな情報を提供する。 

 少年の森については、Xでは開園状況、LINEでは申込・事業案内、Webペー

ジでは施設の空き状況、ブログでは事業報告を掲載するなど、SNS等を用途で

使い分けて発信していく。 

物品の貸し出し(無料) 

 地域や関係団体がお祭り等のイベント、事業で使用する物品の貸し出しを

行い、市内の青少年活動の支援を行う。(用具例：集会テント、ポップコーン

機、綿菓子機等) 
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【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業 

 （1）青少年施設での自動販売機設置・物品販売等 

事  業  名 内    容 

自動販売機での清涼飲料水等 
販売 

 管理運営する青少年施設(藤沢･辻堂青少年会館、少年の森、児童館、地域

子どもの家)において、自動販売機での清涼飲料水等を販売し、施設利用者へ

のサービス向上を図る。  

少年の森においては、居場所としての利便性向上を目的に、軽食の販売や

イベント事業で臨時販売を行う。 

レジャー用品のレンタル 
 少年の森において、ワンタッチテントやレジャーシートをはじめとする、

キャンプ･レジャー用品をレンタルし、施設利用者へのサービス向上を図る。 

キャンプ活動用消耗品等物品 
販売 

 少年の森において、薪等の野外炊事用消耗品をはじめとする、キャンプ活

動用消耗品等の販売により、施設利用者へのサービス向上を図る。 

写真の販売 
 青少年事業の活動を撮影した写真等を販売し、利用者へのサービス向上を

図るとともに自主財源の確保に向け、更なる普及に努める。 

 

 

2 その他市受託事業 

 （1）藤沢市から受託する青少年健全育成事業 

事  業  名 内    容 

第28回親子ふれあいコンサート 

 時代を超えて、歌い継がれた名曲に親しみ、青少年の情操を養い、共感す

る心を育むとともに、親子や異年齢のこどもたち同士のふれあいの場とする。 

・対象  子と保護者 

・時期  2027年 2月予定 

・場所  湘南台文化センター市民シアター 

・内容  親子で楽しむコンサート(歌･器楽) 

藤沢市はたちのつどい事業 

 藤沢市では満 20歳を迎える方を対象に、社会人としての自覚を高める日と

して、記念事業を開催する。なお、20歳を迎える人で組織された実行委員会

が中心となり、事業の企画･運営を行う。 

・対象  2006年 4月 2日から 2007年 4月 1日までに生まれた方 

・時期  2027年 1月10日(日) 

・場所  日本大学生物資源科学部体育館 

・内容  記念式典後の記念事業(パフォーマンス等) 

・主管  はたちのつどい実行委員会 

青少年体験学習事業 
（チャレンジ！ヨット体験） 

地域の特色を生かしたヨット体験活動を行うことで、青少年に自分たちの

住む地域への興味や愛着を高めてもらい、体験を通して海に親しむ心を育む

ことを目的とする。 

・対象  市内在住、在学の中学生･高校生 

・時期  2026年 8月30日(日) 

・場所  湘南港周辺、江の島ヨットハーバー 

・内容  海の安全講習、ロープワーク体験、 

ヨット乗船・セーリング操船体験、 
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放課後児童健全育成事業計画 
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Ⅰ   運営方針 

 本財団は、こどもまんなか社会の実現に向け、こども家庭庁が推進する「こどもまんなか応援サポ

ーター」の宣言を令和６年７月に行うとともに、藤沢市が令和７年３月に策定した、藤沢市こども・

若者共育計画の趣旨を踏まえ、「こどもの笑顔がつながるまち、ふじさわ～子ども・若者一人ひとりの

可能性を育み、だれひとり取り残さない、あたたかい地域共生社会～」の実現に取り組んでおります。 

 放課後児童育成事業における、児童クラブでは、集団生活や日々の遊びを通じて、一人ひとりの個

性を大切に、児童が自主性や社会性、協調性、自己肯定感を育みながら楽しく生き生きとした生活が

送れる居場所づくりを行うとともに、こどもの権利と主体性を尊重し、こどもを中心に据えた運営に

引き続き取り組んでまいります。 

 また、体験の機会として、自然体験活動や表現活動等を通じて仲間と非日常を共有することで、新

しい発見、協力し合うことや仲間の大切さを実感できる場を提供してまいります。 

 職員の育成については、時代に即した効果的な研修を目指し、現状の課題やニーズに対応した研修

内容とすることで、職員一人ひとりが実践的な知識やスキルを身につけられるよう進めてまいります。

また、実践力向上研修では、これまで長年にわたり外部有識者による研修を実施してきましたが、そ

の蓄積された経験を生かすべく、令和７年度からは、研修内容を職員自らが企画・構成することとし

ました。このことによって、日々の児童支援の記録を基に、現場に即した研修を行うことで、より実

践的な学びを深めることが出来ました。令和８年度も継続し、人材育成の基本方針である「自立・自

走できる職員の育成」を軸に、今後も職員一人ひとりが目指すべき「あるべき姿」を探究してまいり

ます。 

 施設整備については、令和７年度をもって第２どろんこ児童クラブが閉所となり、令和８年度は新

たに長後小学校区にしゃぼん玉児童クラブを新設し、合計５５施設を運営してまいります。 

 市の整備計画においては、新たな他事業者の児童クラブが増えてきていることから、市内の放課後

児童クラブの質の向上に寄与できるよう児童クラブ集会やオープンエア・コミュニティ（児童クラブ

交流会）への参加を広く呼び掛けるとともに、藤沢市放課後児童クラブ協議会においても、情報共有

を図ってまいります。 

 地域、学校との関わりについては、こどもが多様な世代や価値観に触れながら社会性を育むととも

に、安全・安心な居場所づくりを進める上で、地域との関わりは重要と捉え、地域資源を活用した体

験活動の充実や見守り体制などの強化を図ってまいります。また、学校との関係においては、こども

が日々の生活を円滑に過ごすことができるよう、安全面も含めて学校と情報交換や情報共有を図りな

がら、関係強化に努めてまいります。 

 引き続き「こどもまんなか」の実現に向けて、学校や地域との継続的な関係づくりの重要性を理解

し更なる連携強化を図り、地域に根ざした児童クラブ運営に取り組むとともに、藤沢市と連携を密に

しながら、放課後児童健全育成事業を推進してまいります。 
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Ⅱ   実施事業等 

【青少年の健全な育成を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 1号）】 

1 放課後児童健全育成事業 

 （1）児童クラブの管理運営 

  ①児童クラブの運営 

事  業  名 内    容 

児童クラブ運営 

 保護者が就労等の理由により、放課後等に家庭にいない児童のために、適切

な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、保護者や地域住民

の積極的な協力を得て、児童クラブの管理運営を行う。 

【対象】市内在住または在学の小学生 

【開設時間】 

区 分 開 設 時 間 

通常授業時(月曜日～金曜日) 
午後 0時 30分から午後 7時まで 

(延長最大利用時間) 

短縮授業時 
午前 10時 30分から午後 7時まで 

(延長最大利用時間) 

土曜日及び学級閉鎖時 

午前 8時から午後 7時まで 

(延長最大利用時間) 
学校長期休業日(土曜日含む) 

学校行事等振替休日 

※午後6時から午後7時までは延長利用の申し込みが必要(別料金) 

【活動内容】 

 ①児童の安全と健康を守り、豊かな心を育てる。 

 ②遊びを通して自主性･社会性･協調性を培う。 

 ③生活の場を提供し、生活習慣を身につける。 

 ④家庭との日常的な連絡、情報交換を行う。 

 ⑤地域活動への参加等、地域の特性を生かした活動を行う。 

 ⑥その他、児童の健全な育成を助ける活動を行う。 

  

児童クラブ施設 

藤沢市内 55施設 公共施設及び法人所有施設、民間借上げ等により運営を

行う。 

 

名 称 設置小学校区 名 称 設置小学校区 

どろんこ 
鵠 洋 

風の子 

高 砂 はすいけ 海の子 

杉の子 
善 行 

空の子 

虹の子 チンチロ 
大 道 

芝の子 
明 治 

かわせみ 

麦の子 どんぐり 
片 瀬 

森の子 明治・羽鳥 
いるか 

浜 見 浜 見 
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事  業  名 内    容 

児童クラブ施設 

 

名 称 設置小学校区 名 称 設置小学校区 

小 羊 
羽 鳥 

コロリン 
村 岡 

こぐま キラリン 

わんぱく 
大 鋸 

うさぎ 
富士見台 

やまびこ 菜の花 

ありんこ 

滝の沢 
ひまわり 

湘南台 てんとう虫 はやぶさ 

つばさ 
辻 堂 

あさがお 

はばたき ちびっこ 
駒 寄 

なかよし 俣 野 ほしのこ 

かもめ 
新 林 

さくらんぼ 

長 後 つばめ すまいる 

いちょう 
秋葉台 

しゃぼん玉

《新設》 

コスモス ごしょみ 御所見 

たんぽぽ 小 糸 めだか 大清水 

よつば 
鵠 南 

たいよう 
六 会 

クローバー おおぞら 

ぽてんこ 
鵠 沼 

さわやか 
藤 沢 

ひだまり かがやき 

みつばち 
石 川 

なかさと 中 里 

はちみつ 
以上、55施設 

そよかぜ 六会・天神 
 

※事業移管：第 2どろんこ児童クラブ(鵠洋） 

※新  設：しゃぼん玉児童クラブ(長後) 

 

【施設整備】 

①移管に伴う原状復帰工事 

 ・第 2どろんこ児童クラブ(鵠洋) 
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  ②実施事業 

事  業  名 内    容 

全体事業 

児童クラブ集会 

 児童クラブ関係者(保護者・運営委員・指導員)が一堂に会し、「子どもが真

ん中育てあい」を恒久テーマに、これからの子育てや保護者への支援等につい

て意見交換を行う。 

・対 象 児童クラブ関係者(保護者・運営委員・指導員) 

一般参加(教職員、他事業運営者、市内在住年長児保護者) 

・時 期 2026年 6月28日(日) 

・会 場 市内調整中 

・テーマ 子どもとインターネット 

『うちの子スマホで何してる？気になる画面の向こう側』 

・内 容 講演『子どもの発達とデジタル・ウェルビーイング』 

講師：関正樹氏（医療法人仁誠会大湫病院 児童精神科医） 

     小グループに分かれての意見交換 

オープンエア・ 
コミュニティ 
～児童クラブ 
交流会～ 

 児童クラブに関わる人々が交流し親睦を深めることを目的に、市内 2カ所の

公園で、こどもたちが遊びや工作、発表を展開する「オープンエア･コミュニ

ティ」を実施する。地域に密着しながら、財団としてのスケールメリットを生

かす。 

・対象 児童クラブ在籍児童及び保護者、関係者及び地域居住者 

・内容 ゲーム、工作、リズムけん玉等の発表、実行委員による遊びブースと

無料の飲み物ブース、協賛企業ブース、他事業課ブース 

・主管 児童クラブ交流会実行委員会 

【南】 時期 2026年11月21日(土) 会場 神台公園(予定) 

【北】 時期 2026年12月 5日(土) 会場 湘南台公園(予定) 

広報活動 

①クラブだより 

 各児童クラブから、在籍保護者を対象とし、日頃の児童の様子や活動の紹介、

周知及び報告するため、定期的に発行する。 

・発行部数 各児童クラブの世帯数 

・時  期 月 1回以上 

・内  容 児童の様子や行事について紹介、周知及び報告等 

②児童クラブだより「みんなあつまれ」 

市内 55 児童クラブの在籍保護者、地域関係者に向けて児童クラブの活動や

生活の紹介や報告のほかに、指導員が大切にしている思いや願いを伝え、読者

の児童クラブへの関心と理解に繋げる。 

・発行部数 延べ 12,000部 

・時  期 年 3回(6月、12月、3月) 

・配 付 先 保護者、理事、監事、評議員、運営委員、小学校 

・内  容 児童クラブの活動や生活を紹介、児童クラブ事業の周知等 

③ホームページの更新 

 これから入所する児童の保護者を含め、広く児童クラブを知ってもらう。 

・更新 月 1～2回 

・内容 入所の手続き、児童クラブの生活と活動の紹介、指導員募集等 
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事  業  名 内    容 

各児童 
クラブ 
自主事業 

入所歓迎会 

 新入生の入所を祝い準備をするなかで、在籍児童に進級への期待、喜び、 

自覚を持たせる。新入生には、これからの生活に期待を持たせる。 

・対象 児童クラブ在籍児童(保護者の参加も可) 

・時 期 2026年 4月 

・会 場 市内 55児童クラブ 

・内 容 2年生以上の発表と１年生の紹介、仲間づくりゲーム等 

自然体験活動 

 日常、非日常の体験活動を通して自然と親しむ感性を育み、他者とのかか 

わりや発見の分ちあいを通じて、気づきや喜びといった成長を育む。 

・時 期 年間を通して 

・場 所 施設周辺地域から県内全域まで 

・内 容 野外炊事、野菜や植物の栽培、ビーチコーミング、生き物の観察、

自然素材を使った工作、自然散策、ネイチャーゲーム等 

クラブ間交流会 

 児童クラブの遊び文化の伝承と発展を目的に、クラブ間の親睦を深める。近

隣児童クラブで集まり、共通の遊びであるフットベースやけん玉などを通して

交流を図る。 

・時 期 年間を通して 

・会 場 学校の校庭や体育館、公園、児童クラブ施設(オンラインを含む) 

・内 容 フットベース、ドッジボール、けん玉、ボードゲーム等 

遠足 

 児童クラブ外での活動を体験し、公共のルールを学ぶことや仲間と過ごす特

別な時間を共有することを目的に実施する。 

・時 期 夏休み、春休みといった長期休業日 

・場 所 県内の施設見学または公園等 

節目としての行事 

 四季折々の伝統文化を感じることのできる年中行事を活動に取りいれ、興味

や関心をもつ機会とする。おやつのメニューとして取り入れるなど食からも体

験できる場をつくる。 

・内 容 七夕、大掃除、節分、ひなまつり、こどもの日、正月遊び、 

七草粥等 

地域と交流する 
活動 

 地域の方々に児童クラブを紹介し、理解や協力を得ながら、交流の場を広げ

る。幅広い世代との関わりを通じて、地域でこどもたちを育むとともに、犯罪

や災害から守る環境づくりに努める。 

・内容 地域のおまつりや市民センター（旧公民館）まつりへの参加、施設訪

問等の世代間交流、 

    地域清掃等 

クラブまつり 

 日常のあそびや活動を発展させ、表現の場をつくり、地域に児童クラブを紹

介する。 

・対 象 児童クラブ在籍児童及びその友達、保護者、運営委員、近隣の方々 

・時 期 おおむね 2026年9月～2027年 2月 

・会 場 市内 55児童クラブ 

・内 容 ゲーム･工作、生活発表、保護者会による模擬店等 
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事  業  名 内    容 

防 災 
防 犯 

 

避難訓練 

 災害や防犯対策について学ぶ機会とするとともに、災害や事件が発生した際

に適切な行動がとれるよう実践的な訓練を行う。 

・時 期 各児童クラブ年 3回以上(情報伝達・児童クラブ一斉避難訓練含む） 

・内 容 火災、地震･津波、防犯対策を想定した避難行動等 

情報伝達・児童ク
ラブ一斉避難訓練 

 避難訓練の内容をより実践的に携帯電話のメール機能を活用し、各クラブの

避難状況等を放課後児童育成課として把握しながら、全 55 児童クラブの一斉

避難訓練を行う。 

・時 期 年 1回(予定) 

・内 容 大地震を想定し避難誘導訓練と情報伝達訓練を全クラブ一斉に実施 

防災体験 

 児童及び指導員が体験を通して防災について学び、防災意識の向上を図る。

また、昨年に引続き、消防局の協力を得ながら、消火器訓練も実施する。 

・時 期 各児童クラブで年 1回いずれかの活動に参加する。 

・内 容 地震体験車、地区防災訓練への参加、消火器訓練等 

緊急メール 
システム 

 災害時や防犯対策等における緊急情報など、保護者へ連絡する必要が生じた

場合に、一斉配信を行う。 

会 議 

本課会議 

 管理職と本課職員により、児童クラブにおける事務執行上の課題や重要事項

について、検討し方針を決定する。 

 原則 毎月 1回 開催 

職員会議 

 事務局長、事業部長含む管理職及び本課職員、全クラブ長の出席により、事

業及び会議の報告や本課からの事務連絡、課全体の予定の確認など情報共有を

図る。議事により、理事長、専務理事、常務理事も出席する。 

 原則 8月を除く毎月 1回開催 

児童クラブ 

運営会議 

ブロック長会議での課題等を協議決定する。 

原則 毎月 1回開催 

ブロック長会議 

 本課職員とブロック長により、児童クラブにおける重要事項や児童指導方法

の共有、事業内容の検討、クラブ長の育成について、協議する。 

 原則 8月を除く毎月 1回開催 

ブロック会議 

 市内 55 施設をブロックに分け、ブロック長が中心となって、円滑な児童ク

ラブ運営のための情報交換、意見交換を行う。 

 原則 8月を除く毎月 1回開催 

ブロック 

ミーティング 

 ブロック会議のメンバーで構成され、ブロック会議の内容についてのフォロ

ーアップやクラブでの困りごとや悩み事など、ブロック内クラブが円滑に運営

できるように情報共有を行う。 

 原則 8月を除く毎月 1～2回程度開催 

児童クラブ 

ミーティング 

 児童クラブごとに、所属する職員が活動計画や児童指導、保護者対応等につ

いて検討し、また実践を振り返る。職員会議やブロック会議等の内容を報告し、

情報共有を図る。 

 原則 8月を除く毎月 2回開催 その他必要に応じ随時  
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事  業  名 内    容 

会 議 

運営委員長会議 

 各児童クラブの運営委員長が一堂に会し、職員から児童クラブの事業や研修

等について説明及び報告を行うとともに、委員長からは各児童クラブの状況を

報告していただき、情報共有を図る。 

 年 2回開催(6月、1月)(予定) 

運営委員会 

 児童クラブごとに、運営状況や活動について説明及び報告を行うとともに、

地域の状況について情報共有を図る。 

 年 3回以上開催 

保護者懇談会 

 児童クラブごとに、児童の様子や活動について説明及び報告を行うととも

に、テーマに沿った意見交換等を実施し、保護者同士の交流、親睦を図る。 

 年 4回以上開催 

 

 

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業等 

事  業  名 内    容 

写真の販売 
児童クラブの活動を撮影した写真のプリント販売やデータ販売を行い、利

用者へのサービス向上を図るとともに、自主財源の確保に努める。 

折り込み広告 
 折り込み広告をクラブでの配架や保護者への個別配付をし、利用者へのサ

ービス向上を図るとともに、自主財源の確保に努める。 
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Ⅰ   運営方針   

 スポーツ施設の指定管理者として、指定管理期間５年間の２年目に当たる令和８年度も、「藤沢市ス

ポーツ都市宣言」及び「藤沢市スポーツ推進計画」の主旨に基づき、市民が「いつでも・どこでも・

だれでも・いつまでも」スポーツに親しみ、生涯にわたって健康で豊かなスポーツライフを楽しめる

ための環境づくりに努めます。また、今年度も引き続き各スポーツ関連４団体（藤沢市障がい者スポ

ーツ連絡協議会、藤沢市体育協会、藤沢市レクリエーション協会、藤沢市スポーツ少年団本部）の事

務局業務を受託し、円滑に運営することにより、各関連団体の活動支援と相互連携を図ってまいりま

す。 

 少子高齢化が顕著な我が国において、こどもたちに将来にわたり豊かで幅広いスポーツに接し親し

む機会を提供することにより、誰もが年齢や性別、障がいの有無にかかわらず生涯を通してスポーツ

を継続できるよう、様々なスポーツ教室やイベントを実施してまいります。具体的には、インクルー

シブスポーツ事業として「ふれあいスポーツ交流事業」の継続をはじめ、幼児からでも参加できる自

転車の練習場所の提供や、スケートボードやスポーツクライミング、ボルダーなど、若者に人気のア

ーバンスポーツを身近に体験できる事業なども実施します。さらに、働いている方でも参加しやすい

時間帯に開催する教室や高齢者でも参加できるウォーキング事業など、幼児から高齢者まで全ての世

代の方々に参加いただけるよう、実施してまいります。また、藤沢市に活動の拠点を置くプロスポー

ツチームと合同で事業を実施するとともに、藤沢市出身のオリンピアンとの協働事業を開催し、トッ

プアスリートと市民が一体となる活動を通じて、地域に根差したスポーツ文化を醸成してまいります。 

 今や、藤沢の冬の風物詩となり、１７回目の開催を数える「湘南藤沢市民マラソン」は、公認ハー

フマラソンとなって３回目の開催となり、その真価が問われる大会となります。今後、この大会が日

本を代表する公認ハーフマラソンとして広く認知されるよう、安全・安心な大会運営に努めるととも

に、参加者及び協賛事業者からの満足度をさらに向上させることに尽力し、将来にわたって安定した

開催ができるよう下地を固めてまいります。 

 藤沢市保健医療財団や藤沢市医師会との連携による指定運動療法施設制度の活用については、トレ

ーニングルームでの運動プログラムを整備し、運動型健康増進施設の認定を取得してまいります。施

設利用機会の拡大を図り、健康寿命日本一に向けて市民の健康づくりを推進します。 

 施設の管理運営に関しては、翌年に控える指定管理中間評価を見据え、前回の指摘事項の改善状況

を確認するとともに、生涯スポーツ推進委員会（専門委員会）でも課題にあげられた情報発信に力を

入れ、施設利用者やイベント参加者の増加につなげます。また、各施設のＷｉ‐ｆｉの整備や老朽化

したベンチなどの更新を行い、より快適な施設環境を整備します。さらに、既に導入している定期券

に加え、磁気カード回数券に代わるサービスとして、新たにプリペイド式ＩＣカード回数券を導入す

ることで、サービスの継続と利便性の向上を図るとともに、ＳＤＧｓを推進し、サステナブルな施設

運営に努めます。 

 令和８年度は、物価高騰や水道光熱費の上昇も予測され、予算状況もさらに厳しくなる中で、各施

設の老朽化対応も行わなければならない状況ではありますが、職員一同、団結してこの難局に向き合

い、安全、安心な施設の運営管理に努めるとともに、市民が生涯にわたって健康で豊かなスポーツラ

イフを楽しめるようサポートしてまいります。 
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【市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 2号）】 

1 各種スポーツ教室・大会等の開催 

 （1）スポーツ教室等の開催 

事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ
教室(講習会)
等の開催 

スポーツ教室 

 生涯スポーツの推進を図るため、市民のスポーツ活動の基盤と
なる場の提供として各種スポーツ教室を実施する。 

 施設の設立目的や地域性を充分生かしながら、体力･技術レベ
ルに対応する市民ニーズを反映した教室、また中高年の方の体力
維持･増進やこども、障がいのある方の体力向上に寄与すること
のできる教室を実施するとともに市民から要望が多かった年間
水泳教室を開催し、各種スポーツの普及･推進に努める。また、
教室事業において就学援助受給世帯のこどもを対象に参加費の
減額を行い、スポーツ活動への参加を支援する。 

 合計 311教室(予定) 

施設名 開催予定数 

秩父宮記念体育館 92教室 オープン教室 14種など 

鵠沼運動施設 
八部公園プール 

29教室 年長たいそうなど 
52教室 小学生スイムなど 

秋葉台文化体育館 
秋葉台公園プール 

50教室 骨盤底筋体操など 
27教室 短期集中100分レッスンなど  

石名坂温水プール 61教室 小学生スイム年間ｸﾗｽなど 
 

各施設 

開放事業 
(有料) 

 スポーツ教室事業と併せ、年間を通じた市民のスポーツ活動の

基盤となる場として個人使用種目を設定開放し、市民のスポーツ

実施率の向上と施設利用者の拡大を図る。 

施設名 開催予定 

秩父宮記念体育館 卓球 他 主に 9種目 

秋葉台文化体育館 バドミントン 他 主に 6種目 

 駐車場スペースを有効活用し、自転車の練習場所を定期的に提
供、交通安全の意識向上とスポーツサイクルの普及を図る。 

【サイクルオープン Day】 

秩父宮 
秋葉台 

開放事業 
(無料) 

 障がい者も同一フィールドで楽しむことのできるローリング
バレーボール、テニス、ボッチャ、パラバドミントン、卓球の練
習会場を定期的に毎月開放し、インクルーシブスポーツやパラス
ポーツの普及を側面からサポートする。 
 【ローリングバレーボール】、【テニス】 
 【ボッチャ】、【パラバドミントン】、【卓球】等 
 
 施設の利用制限やリスク等によって、施設利用がしにくい方々
を対象とした専用開放日を設ける。ワンポイントアドバイス等を
実施し、障がい者･乳幼児が運動しやすい環境をつくる。 
 【障がい者プール開放】、【ベビースイム Day】 
 
 超高齢社会を迎えた現在、生活の中にスポーツを取り入れ、い
きいきと過ごしていただくため、敬老の日に各施設 60 歳以上の
方を対象とした無料開放を実施する。 
 【敬老の日】 
 
 スポーツの日に因み、市民が気軽に運動できる場を提供するた
め、トレーニング室、プール等の無料開放を実施する。 
【スポーツの日】 

 
 こどもたちの体力低下を鑑み、7、8月を除き月 1回のプール開
放を実施し、プール遊びを通して基礎体力の向上を図る。 
 【こどもプール無料開放日】  

各施設 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ
教室(講習会)
等の開催 

関連団体等との
連携による健康
づくり 

 藤沢市スポーツ推進課、藤沢市健康づくり課、藤沢市高齢者支
援課、藤沢市保健医療財団、藤沢市医師会、慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター等との連携により、市民を対象とした健康づ
くり事業の推進を図り、研究のための調査を支援する。 

 藤沢市健康づくり課、藤沢市保健医療財団、慶應義塾大学大学
院健康マネジメント研究科、同スポーツ医学研究センター、日本
体育大学との連携を強化するとともに、人材交流や事業研修等、
更なる充実を図りながら「健康寿命日本一を目指した社会基盤」
を構築し、より実効性のある事業展開に努める。 

各施設 

介護予防推進
事業 

 フレイル対策の一環として、介護予防の推進を意識した健康･
体力づくり教室の実施や藤沢市健康づくり課･藤沢市高齢者支援
課の介護予防事業に各スポーツ施設を会場として提供する。ま
た、老人福祉センター主催の健康づくり運動講座に運動指導員を
派遣し、メンタル面も含め高齢者の運動機能の改善、向上のため
の知識や技術を普及し、高齢者が介護予防を意識した生活を送れ
るように努める。 

各施設 

トレーニング
ルームの運営 

・各個人に適した運動プログラムの提供を行うとともに、これか
ら運動を始めてみたいと思っている方に対しては「健康体力づく
り相談」を実施し、市民の健康づくりへの取組をトータル的に支
援する。 

・運動指導員(トレーナー)によるマンツーマン指導や生活習慣病
予防のカウンセリングなど様々な運動プログラムの作成を行い、
市民ニーズに応じた運動処方を提供し、健康増進に努める。 

・利用者ニーズに応じたトレーニング機器の更新を行い、環境整
備に努める。また、初回登録時に健康リスクに付随するチェック
リストを実施し、危険因子のスクリーニングをしながら、市民が
安心して運動できるようエビデンスに則した安全なプログラム
を提供する。 

・市民が安全に利用できる運動実践の場として厚生大臣が認定す
る「運動型健康増進施設」、「指定運動療法施設」の認定取得を目
指す。 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

地元プロスポ
ーツチームと
連携したジュ
ニア育成と地
域活性化 

 多くのこどもたちにトップアスリートとふれあえる機会を提
供し、藤沢市出身のこどもたちがスポーツ界の将来を担っていけ
るようなきっかけづくりを行う。 

 また、プロスポーツを身近に感じ、応援したくなるような良好
な関係づくりを進め、地域活性化へと繋げる。 

 【湘南ユナイテッド BCバスケットボールスクール】 

 ・場所 秩父宮記念体育館、秋葉台文化体育館 

 【神奈川フューチャードリームス公式チアパフォーマンスチー 

  ム Dream Girlsチアダンススクール】 

 ・場所 秩父宮記念体育館 

【ベースボールフェスティバルin八部公園With神奈川フュー
チャードリームス 2026】 

 ・場所 八部公園野球場 

(藤沢市受託業務) 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

第 42 回スポー
ツ人の集い 

 各種目協会の成績優秀者を表彰するとともに、著名スポーツ選
手や指導者の講演会を開催し、スポーツ競技力向上に寄与する。 

 ・期日 2027年 2月23日(火･祝) 

 ・場所 Fプレイス(労働会館)ホール(予定) 

(団体事務局運営事業:藤沢市体育協会) 

事業担当 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ

教室(講習会)

等の開催 

ジュニアのた
めのスポーツ
栄養講座 

 様々なスポーツに励んでいるジュニア世代･指導者･保護者等、
家庭を中心とした幅広い層に対し「スポーツ栄養講座」を開催す
る。講座では正しい栄養知識と摂取法などのスキルを習得いただ
くことでジュニアアスリートの身体づくりを支援し、生涯を通じ
てスポーツに親しめるケガをしにくい身体づくりを促進する。 

  ※オンライン対応事業         (藤沢市受託業務) 

事業担当 

日本赤十字社 
正規講習会 

 日本赤十字社の水上安全法救助員Ⅰ養成講習会や救急法救急
員養成講習会を開催し、日常生活における緊急時の対応や湘南の
地域特性を生かしたマリンスポーツ･ビーチスポーツを、市民が
安心して活動できるよう知識や技術の普及に努める。 

水上安全法救助員Ⅰ養成講習会 

・期日 2026年9月8日(火)～11日(金) 

救急法救急員養成講習会 

・期日 2027年2月11日(木･祝)、13日(土)、14日(日) 

秋葉台 

 

（2）スポーツ大会等の開催 

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

 管理施設を有効活用し、市民が気軽に参加できる大会･イベント等を開催し、利用

者サービスの向上と、市民に親しまれる財団及び施設運営とスポーツ活動のプロモ

ーションに努める。 

 

興行的イベン
ト（みるスポー
ツ） 

 他団体が開催する興行イベントに後援･協力し、広く市民に「み

る」スポーツを提供する。また、取組前に人気力士と交流を図るた

め、わんぱく相撲を開催する。 

【2026年春巡業第31回大相撲藤沢場所】 

 ・期日 2026年4月11日(土)   ・場所 秋葉台文化体育館 

【わんぱく相撲】 

 ・対象 小学４年生から高校生までの男子20人 

 ・期日 2026年4月11日(土)   ・場所 秋葉台文化体育館 

 【神奈川フューチャードリームスファン感謝デー】 

 ・期日 2026年10月24日(土)(予定）・場所 八部公園野球場 

【新日本プロレスチャリティー興行】 

 ・期日 2026年11月21日(土)  ・場所 秩父宮記念体育館 

 【湘南ユナイテッドBC B.NEXT 2026-2027シーズン公式戦】 

 ・場所 秩父宮記念体育館 秋葉台文化体育館 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

スポーツ講演

会・クリニック 

 

 トップアスリートによる講演会･クリニック等を関係団体や協
賛企業等とのタイアップで実施し、スポーツの素晴らしさを伝え、
明日を担う藤沢のこどもたちの向上心を養う。プロスポーツチー
ムによる地域交流の機会とする。 

 【湘南ベルマーレフットサルクリニック】 

 ・期日 2026年5月2日(土)  ・場所 秋葉台文化体育館 

 【湘南ユナイテッド BCバスケットボールクリニック】 

 ・期日 2026年8月 調整中   ・場所 秩父宮記念体育館 

 【神奈川フューチャードリームスベースボールスクール】 

 ・期日 2026年10月から11月までの水曜日 6回開催 

 ・場所 八部公園野球場 

秩父宮 
秋葉台 
鵠沼 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

みらい子どもフェスタ 

 青少年事業課、芸術文化事業課とともにこどもの日に関
するイベントとして 5 月の連休中に実施する。スポーツ施
設ごとに分散した実施を改め、八部公園と秋葉台公園に内
容と会場を集約する。 
 ・期日 2026年 5月 4日(月･祝)   秩父宮・八部 
                      合同開催 
 ・場所 八部公園 
 ・期日 2026年 5月 6日(水･祝)   秋葉台・石名坂 
                      合同開催 

 ・場所 秋葉台公園 

 ・内容 スポーツ体験教室･スポーツチャレンジ体験イベ 
     ント・プール無料開放・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ公演等 

鵠沼 
秋葉台 

カラダ健康フェスタ 
～体力年齢を知ろう～ 

 市民一人ひとりが、自身の「体力」、「運動能力」を適正
に把握し、体力向上･健康増進の目安とするため気軽に参加
いただける体力テストを実施する。 
 また、藤沢市保健医療財団、藤沢市健康づくり課と連携
し、健康増進やスポーツ実践への正しい知識を提供するコ
ーナーを設け、スポーツライフのサポートに努める。 
 ・期日  2026年 5月 6日(水･祝) 
 ・場所  秋葉台文化体育館 
 ・対象  小学 1年生から 79歳の方まで 
 ・参加費 無料  

秋葉台 
事業担当 

ふれあいテニス開放・ふ
れあいスポーツ交流会 
 

 本財団･障がい者団体･ボランティアが企画段階から協働
した、テニス開放を定期的に実施し、障がい者･健常者がと
もにスポーツを楽しむことのできる共生社会の実現に向け
て、インクルーシブスポーツの推進を図るとともに、交流
親睦の場を提供する。 

 【障がい者ふれあいテニス開放】 

 毎月 2 回、障がいのある方を対象にテニスコートを開放
する。 

 【障がい者ふれあいテニス教室･障がい者ふれあいグルー

プスイム】 

 【大人水泳教室(ビギナークラス)･(ステップアップクラ

ス)･(ナイタークラス）】等 

 
 体力･運動能力の差に関わらず、だれもがスポーツのもつ
楽しさや充実感を共有する新たなインクルーシブスポー
ツを創作し、普及と振興を図る。 

 【ローリングバレーボール＆ボッチャ・ボルック】 

 ・期日 2026年11月 7日(土) 

 ・場所 秋葉台文化体育館 

 【卓球】 

 ・期日 2026年12月中旬(調整中) 

 ・場所 秩父宮記念体育館 

各施設 
事業担当 

第41回藤沢レクリエー
ションフェスティバル 

 市内レクリエーション団体が一堂に会し、日頃の活動の

成果を発表するとともに、友好関係団体との交流を深め、

市民へのレクリエーション・スポーツの普及・推進を図る。 

 ・期日  2026年 5月23日(土) 

 ・場所  秩父宮記念体育館 

 ・対象  どなたでも 

 ・内容  各種レクリエーション・スポーツの体験会 

 ・参加費 無料 

(団体事務局運営事業:藤沢市レクリエーション協会) 

秩父宮 
事業担当 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

ふじさわ市民ウオーク
2026 

 市民の健康寿命の延伸と身体活動を促進するためにウォ
ーキングイベントを開催し、市民の健康づくりに寄与する。 
 ・期日  2026年 5月30日(土) 
 ・場所  奥田公園スタート～秩父宮記念体育館ゴール 
      (予定) 
 ・参加費 500円(小･中学生無料)   

事業担当 

ノルディックウォーキ
ング 

 ノルディックウォーキングポールを使用し、膝への負担
を軽減することにより高齢者でも気軽に参加できるイベン
ト。藤沢の歴史や自然に触れ合い、街並みを楽しみながら
藤沢市内等を巡る。 
 イベントを通じ、全身のエクササイズとなるノルディッ
クウォーキングの楽しさを伝えるとともに健康の維持増進
を図る。 
 ・期日  ①2026年 6月 9日(火) 
      ②2026年10月20日(火) 
      ③2027年 1月19日(火) 
 ・場所  調整中 
 ・対象  5㎞～6㎞程度歩ける方 
 ・内容  ノルディックポールを使ったウォーキングイ 
      ベント 
 ・参加費 1,000円(ポールのレンタル代含) 

秋葉台 
市内 
市外 

救急イベント 

 海浜･河川に恵まれた地域性を考慮し、安全にビーチや水

辺でのスポーツ･レクリエーション活動を楽しんでいただ

くため、市民を対象に水難事故発生時の対処方法や、スポ

ーツ活動及び家庭で活用できる簡単な応急手当などが学べ

るイベントを開催する。 

【石名坂…夏目前！石名坂レスキューフェスティバル】 

 ・期日 2026年 6月28日(日)  

【鵠沼…八部公園『夏の救急フェア』】 

 ・期日 2026年 7月19日(日) 

【秋葉台…秋葉台公園プール夏休み直前屋外プチイベント

『一次救命処置の体験ブース』】 

 ・期日 2026年 7月20日(月･祝) 

鵠沼 
秋葉台 
石名坂 

おはよう！ 

キュンとするまち。藤沢 

ラジオ体操2026 

 フレイル対策の一環で、健康寿命日本一を目指す取組のひ
とつとして「ラジオ体操」を市民に広く伝えるイベントとして、
市民の身体機能の向上を目指すとともに、異世代交流の促進を
図り、市民がより豊かで健康な生活を送れるようラジオ体操イ
ベントを開催する。また、慶應義塾大学スポーツSDGｓ主催の
オンラインラジオ体操と連携し、参加者の拡大を図る。 

 ・期日  2026年 7月 26日(日) 

 ・場所  北部：秋葉台文化体育館 

      南部：サンパール広場 

 ・内容  ラジオ体操会 

 ・参加費 無料          

(藤沢市受託業務) 

秋葉台 
事業担当 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

泳力認定進級テスト 

(泳力認定制度) 

 石名坂温水プールにおいて、施設共通の泳力認定基準に
よる認定会(進級テスト)を年 3 回開催する。水泳レベルの
目安を「級」として提供することで、ジュニアハイクラス
までを対象に泳力の向上意欲を高め、ジュニアアスリート
の発掘・育成の醸成に努める。また、各プール施設におい
ては目標意識を高く設定した泳力認定級取得者を対象とし
た水泳教室を実施する。 

 ・期日   2026年7月28日(火)、2026年12月22日(火)、 
      2027年 3月30 日(火) 
 ・場所  石名坂温水プール 
 ・対象  高校生以下 各日程 100人定員 
 ・内容  泳力認定進級テスト 

 ・参加費 1,000円 

石名坂 

みらい水泳 

大会 in秋葉台 

 泳ぐだけでなく、「水中運動会」の要素を含めた小・中学
生対象の水泳大会を開催し、幅広いプールの楽しみ方を提
供して、夏の思い出づくりとして開催する。また、藤沢市
出身のオリンピアン立石諒氏と協働し、みらい水泳大会の
内容を一部専門教室として実施し、藤沢育ちの未来アスリ
ートの発掘・育成に努める。 
 ・期日  2026年 8月 3日(月) 
 ・場所  プール 
 ・対象  小・中学生 150人 
 ・内容  水中運動会 
 ・参加費 3,000円 

秋葉台 

湘南ユナイテッド BC 
バスケットボールクリ
ニック 

 藤沢市をホームタウンとしているプロバスケットボール
チーム「湘南ユナイテッド BC」を講師としたバスケットボ
ールクリニックを通して、プロスポーツ選手との交流の場
やスポーツに触れ合う機会を提供する。 
 ・期日  2026年 8月 4日(火)または 5日(水) 
 ・場所  秩父宮記念体育館 
 ・対象  協会募集：藤沢市スポーツ少年団(ミニバスケ

ットボール)に所属している小学6年生 80人 
一般募集：小学 6年生 20人 

 ・内容  バスケットボール教室 
 ・参加費 無料 

秩父宮 

秋葉台カヌーＤａｙ 

 河川に比べ安全なプールでカヌー体験を楽しみながら、夏休
み期間の思い出作りと新たなスポーツを体験し向上心を養う。 
 ・期日  2026年8月4日(火)～7日(金) 
      2026年8月18日(火)～21日(金)  計8回実施 
 ・時間  午後0時20分から午後0時50分まで 
 ・場所  秋葉台公園プール屋外流水プール 
 ・内容  カヌー体験会 
 ・参加費 500円(プール入場料は別)  

秋葉台 

車いすバスケット 
ボール体験 

 車いすバスケットボールの迫力を間近で感じ、体験する
機会を提供し、車いすの操作とルールの理解を通して、共
生社会の実現に寄与する。 
 ・期日  2026年 8月11日(火･祝) 
 ・時間  ①午前 10時から正午まで 
      ②午後 1時から午後 3時まで 
 ・場所  秋葉台文化体育館 第 1体育室 
 ・対象  小学生以上の方 各 30人 
 ・内容  車いすバスケットボール体験･デモンストレー 
      ション 
 ・参加費 100円 

秋葉台 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベン

ト等の開催 

ふじさわセーリングフ
ェスタ2026in江の島 

 東京 2020 オリンピック･セーリング競技大会が開催され
た江の島ヨットハーバーにてオリンピック･レガシーを未来
へ繋ぐイベントとして、市民の参画を促進することを目的
に、障がい者やこどもも安心して操船できるユニバーサル艇
を使用し、多くの市民にセーリング体験の機会を提供するこ
とで、セーリング競技やマリンスポーツの普及とオリンピッ
ク･レガシーの継承に努める。 
 ・期日  2026年10月 17日(土)、18日(日) 
      午前 9時から午後 4時 20分まで 
 ・場所  江の島ヨットハーバー湘南港 
 ・対象  小学生以上の方 100人(各日 50人×2日間) 
 ・参加費 1,000円 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 
（江の島） 

地域感謝イベント 

 地域の方々に感謝の気持ちを込めて、スポーツ体験やフリ

ーマーケット、パフォーマンスショーなど、気軽に施設を利

用いただける機会として提供する。また、市民センターや地

元の関係団体、サークル等に協力をいただき、地域と協働し

たイベントにより地域の活性化を推進する。 

【SLまつり】(鵠沼) 

 ・期日 2026年10月 12日(月･祝) 

【地域感謝祭 in秩父宮記念体育館】 

 ・期日 調整中 

【石名坂地域感謝祭】 

 ・期日 2026年12月 20日(日) 

【藤沢市民まつり】(秋葉台) 

 ・期日 2026年 9月26日(土) 

各施設 

第 10回ふじさわ・え
のしま観光ロゲイニ
ング 

 地図をもとに市内のチェックポイント(観光名所や商店

等)を巡り、時間内に得点を集めるスポーツ。観光の要素も

取り入れているため地域活性化の一助にもなり、だれでも楽

しみながらウォーキング･ランニングを実践できるイベント

として開催する。 

 ・期日  2026 年 11月 15 日(日) 

 ・場所  秩父宮記念体育館･藤沢市内各地 

 ・対象  個人の部・一般の部・ファミリーの部・ウォー

クの部 250人(1チーム 2～4人) 

 ・内容  観光地をチェックポイントにしたロゲイニング 

 ・参加費 大人   2,500円～3,500円(予定) 

      小･中学生  500円(予定) 

秩父宮 
市内 

ふじさわパラスポーツ
フェスタ2026 

 スポーツによるインクルーシブ社会の推進を図り、多くの

市民がパラスポーツの体験を通じて、楽しみながら交流を促

進できるよう努める。パラスポーツに対する理解を深めると

ともに、共生社会の実現に向けた市民意識の高揚を図る。 

 ・期日  2026年11月 22日(日) 

 ・場所  秋葉台文化体育館 

 ・対象  どなたでも 

 ・内容  各種パラスポーツの体験会 

 ・参加費 無料 

 

(団体事務局運営事業：藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会)  

秋葉台 
事業担当 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベン

ト等の開催 

アキバ★マルシェ＆
フリーマーケット 

 キッチンカー業者及び市内の農業従事者や漁業従事者と

協同し地産地消を目的としたローカルマーケットと一般の

方々から出店者を募ったフリーマーケットを開催し、地域

の活性化を目指すとともに施設利用者の拡大を図り、「まち

のにぎわい創出」に努める。 

 ・期日 ①調整中(2026年秋頃)  

     ②調整中(2027年3月頃) 

 ・場所  秋葉台公園 

秋葉台 

スポーツ施設 

年末営業日 

 多様な市民ニーズに応え、スポーツ施設をより有効活用

していただくため、年末休場日に営業する。 

 ・期日  2026年12月 28日(月)～30日(水) 

 ・場所  八部公園テニスコート 

「年末打ちおさめテニスＤａｙ」 

      石名坂温水プール 

      秩父宮記念体育館 

鵠沼 

石名坂 

秩父宮 

プレス工業陸上競技
部ランニングクリニ
ック 

 全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)など

でも活躍している地元の強豪、プレス工業陸上競技部の現

役ランナーによるランニング教室(長距離走)を開催する。 

 ・期日  ①2027年 1月11日(月･祝) 

      ②2027年 3月20日(土) 

 ・場所  秋葉台公園 

 ・対象  18歳以上の 1㎞ 4～7分ペースで 3～5㎞ 

      続けて走れる方 30人 

 ・参加費 各 1,000円 

秋葉台 

スポーツチャレンジ
フェスティバル
Vol.21 

 こどもから大人、障がいのある方も、グループや家族で

参加できるゲーム感覚の種目やスポーツを用意し、楽しみ

ながら体を動かし、グループで競い合う機会を提供する。 

 ・期日  2027年 2月11日(木･祝) 

 ・場所  秩父宮記念体育館 

 ・定員  計 400人 

 ・内容  2人～5人のチーム戦 

      (10種類のゲームの合計得点により順位を 

       決定） 

 ・参加費 大人 500円 小・中学生 300円  

(藤沢市受託業務) 

秩父宮 
事業担当 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

競技会の開催 

 市民がトップレベルのプレーに触れる(みる)機会、競技に参加できる(す
る)機会等を提供し、幅広い種目の推進や技術の普及(ささえる)に努める。 
 全国規模の大会･イベント等の開催に協力し、スポーツに捉われることな
く施設の活用を図り、他団体や企業のイベント等に共催、後援、協力をする。 
 「第 17 回湘南藤沢市民マラソン 2027」は引き続き「公認ハーフ(約 21 ㎞)」
を定着させ、更に魅力ある大会にできるよう、藤沢市や関係団体と連携･協
力を図り、円滑な運営に努める。日本のビーチバレー発祥の地“鵠沼”にて、
広く市民が参加できる大会からトップレベルのプレーに触れる機会まで、ビ
ーチバレーの普及･推進に主眼をおいた事業を展開する。 

 

ビーチバレー 

3 大会 

 藤沢市バレーボール協会との共催で、ビーチバレー大会の

運営を施設管理者としてサポートし、湘南の地域特性を生か

したビーチスポーツ愛好者の拡大を図る。 

【常設コートオープン記念大会】 

 ・期日 2026 年 5 月 3 日(日･祝) 

【海の日記念大会】 

 ・期日 2026 年 7 月 18日(土)、19 日(日) 

【ビーチバレー湘南】 

 ・期日 2026 年 8 月 1 日(土)、2 日(日) 

 

場所はいずれも鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

(藤沢市バレーボール協会共催事業) 

事業担当 
(鵠沼海岸) 

2026スポーツ
クライミング
ボルダーみら
ぞうカップ 

 アーバンスポーツ活動の推進を目的として、小学 3 年生か
ら 6 年生までを対象としたスポーツクライミング(ボルダ
ー)の競技会を開催する。ボルダーは高さ 5m 以下の壁に設け
られた複数の課題を登る競技で、その課題を登りきった回数
(完登数)を競います。 
 ・期日 2026 年 6 月 14日(日) 
 ・場所 秋葉台文化体育館 

秋葉台 

モルック ふ
じさわカップ 

 インクルーシブスポーツのひとつとして、競技人口が年々
増え、その知名度も拡大しているモルックについて、藤沢市
モルック協会との共催による競技大会を開催し、老若男女、
障がいの有無を問わず誰もが同じフィールドで楽しむこと
ができるインクルーシブスポーツの推進を図る。 
 ・期日 2026 年 7 月上旬、11 月下旬、2027 年 3 月下旬 
     年 3 回開催予定 
 ・場所 秋葉台公園軽スポーツ広場 

(藤沢市モルック協会共催事業) 

事業担当 
秋葉台 

神奈川県及び 
全国中学生 
ビーチバレー 
大会 

 ビーチバレー国内発祥の地として、次世代を担うこどもた
ちにビーチバレーの普及･拡大を目的に開催し、更なる発展
を図る。 
 近年参加チームが増加傾向にある中で、特に全国大会につ
いては、引き続き参加地域を増やすように努め、東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーの一環と
して、藤沢からビーチバレーの普及を目指す。 

【神奈川県大会】 
 ・期日 2026 年 7 月 31日(金) 

【全国大会】 
 ・期日 2026 年 8 月 22日(土)、23 日(日) 
 場所はいずれも鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 

(鵠沼海岸) 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

競技会の開催 

ビーチバレー
ジャパン 

 日本トップレベルの選手が集う国内最高峰の大会運営を
サポートし、市民にトップ選手のプレーを観戦する機会を提
供する。 
 ・期日 2026 年 8 月 14日(金)～16 日(日) 
 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

事業担当 
(鵠沼海岸) 

第 18 回 
秋葉台キッズ 

アクアスロン 

 水泳とランニングの 2 種目を続けて行う小学生を対象と
した競技会。こどもたちが自らの限界に挑戦することで、精
神的・肉体的に成長してもらうことを目的とする。競技ス 
ポーツの楽しさと充実感を体感できる環境をつくるため、各
クラブに所属している小学生についても参加しやすいように
夏休みの平日(午前中に)に開催する。開催に際し、熱中症対策
を講じるほか、WBGT 基準による実施の可否基準を設定する。
また、夏期営業期間終了後に予備日を設ける。 
 ・期日 2026 年 8 月 17日(月) 
     【予備日】9 月 19 日(土) 
 ・場所 秋葉台公園プール、秋葉台公園園路 
                《専門委員会提言内容》 

秋葉台 

第 72 回藤沢
市駅伝競走大
会 

 市内駅伝競走大会を藤沢市陸上競技協会や藤沢北警察署、
藤沢市スポーツ推進委員協議会との協働で開催する。また、
これまでのカテゴリーとコースを継続し、より多くの市民に
参加機会を提供することで、競技スポーツの普及･推進に努
める。 
 ・期日 2026 年 11 月 29日(日) 
 ・場所 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス周辺 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 

第 17 回湘南
藤沢市民マラ
ソン 2027 

 第 15 回大会から「公認ハーフ(約 21 ㎞）」と「クォーター
(約 11 ㎞）」の種目を企画し、多くのランナーから好評をい
ただいている。更に多くの参加者に喜んでいただけるよう大
会運営に努める。そして、今後も関係団体等との連携・協力
を強化し、地域の活性化や経済効果にも貢献できるよう努め
る。 
 ・期日 2027 年 1 月 24日(日)(予定)  
 ・マラソンコース：江の島･湘南海岸～浜須賀交差点 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 

第 10 回ふじ
さわボッチャ
競技大会 

 パラリンピックの正式種目でもあり、誰でも楽しく参加で
きるボッチャ競技大会を開催し、パラリンピックレガシーの
一環として地域でのパラスポーツの普及･推進に貢献する。 
 ・期日 2027 年 3 月 14日(日) 
 ・場所 秋葉台文化体育館 

(藤沢市受託業務) 

秋葉台 
事業担当 

 

（3）オリンピアンとの協働事業の開催 

事  業  名 内    容 担当・会場 

オリンピアンによる水泳指

導者研修 

 POOL 担当職員が、洗練された指導法を身に付けるため、藤

沢市出身のオリンピアン立石諒氏が主催する研修を受講し、

水泳のインストラクターに必要な資格(基礎水泳指導員・水泳

教師・上級水泳教師等)の取得を図る。 

秋葉台 

藤沢市みらいアスリート 

 藤沢市出身のオリンピアン立石諒氏と協働し、みらい水泳

大会の内容を一部専門教室として実施し、藤沢育ちの未来ア

スリートの発掘・育成に努める。 

秋葉台 
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2 指導者・ボランティア組織の充実 

 （1）指導者養成・派遣 

事  業  名 内    容 担当・会場 

指導者養成･派遣事業 

 関係機関･地域団体等からの依頼による各種講習会等へ、
講師として職員を派遣し、指導者等の資質向上･育成に協力
する。スポーツ･健康に関する公民館事業、介護予防事業、
藤沢市職場研修、総合型地域スポーツクラブへ講師として職
員を派遣し、市民の健康づくりの普及振興に努める。 
 また、市内小中学校の教職員を対象とした体育科目の実技
指導及び応急手当研修などにも職員を派遣し、技術、知識向
上のための指導に努めていく。 
 更に慶應義塾大学 SFC の非常勤講師、日本体育大学特任講
師として専門職員を派遣し、インクルーシブスポーツの普及
と共生社会の実現に寄与する。  

各施設 
事業担当 

藤沢市社会福祉協議会と協
働した教室・指導者派遣業務
の推進 

 藤沢市社会福祉協議会と協働し、小学生を対象とした夏休み
福祉体験教室や生きがい福祉センターでの健康づくり教室や
ボッチャ体験教室に指導者を派遣し、共生社会の実現と地域福
祉の発展に寄与する。 

事業担当 

高校、大学生のインターンシ
ップ及び教育カリキュラム
支援事業 

 藤沢市内各高校･大学等のインターンや中学校の教育カリ
キュラムである職場体験実習などの受け入れ体制を整え、あ
らゆる年代での人材育成に努める。特に包括連携協定を結ん
だ日本体育大学の専門職養成に関わる実習やインターンを
推進し、次世代の専門職養成に寄与する。 

各施設 
事業担当 

湘南藤沢市民マラソンでの 
リーダー研修活動及びボラ
ンティア活動の促進 

 円滑で安全な大会運営のために、ボランティアリーダーを
対象として担当業務や大会の基礎情報、緊急時避難先など、
研修を通して熟知していただき、ボランティア説明会にて当
日の業務内容をボランティアに伝達するなど、大会運営を支
えてもらう。大会終了後は振り返りながら次年度への改善点
など課題解決に向けた意見交換を行う。 
・期日 2027 年 1 月 17 日(日) 説明会予定 
・場所 秩父宮記念体育館 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 

インクルーシブスポーツ推
進事業によるスポーツボラ
ンティアに関わる人材育成
と福祉体験教室の開催 

 藤沢市から受託する「インクルーシブスポーツ体験講習会」
「スポーツボランティア研修」「スポーツボランティアリーダ
ー研修」を開催し、人々の多様性を包括しながら共生社会の実
現に寄与でき、地域活動を活性化できる人材の育成を図り、地
域でスポーツ活動を支える環境を整備する。 

(藤沢市受託業務)  

事業担当 

学校プール集約化事業 

 藤沢市立小中学校における水泳授業について、「学校プー
ル集約化に関する方針」に基づく校外水泳授業を、プール施
設の利用及び水泳指導補助に係る業務として、円滑かつ安全
に実施する。また、令和 7 年度と同様に、令和 8 年度も、休
館日利用に加え、平日午前中に実施する。 

(藤沢市受託業務) 

鵠沼 

秋葉台 
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 （2）ボランティア組織の運営 

事  業  名 内    容 担当・会場 

「スポーツサポーターバン
ク」の管理運営 

 市民のスポーツ･レクリエーション活動を支え、また、イ
ンクルーシブスポーツの普及に協力いただけるスポーツボ
ランティアを広く公募し、市民との協働による事業展開に
努める。 

事業担当 

チーム FUJISAWA2020 との連
携･支援 

 東京 2020 オリンピック･パラリンピック競技大会のレガ
シーとして誕生した『チーム FUJISAWA 2020』との情報共有
や連携を図り、スポーツボランティアについての学習機会
を提供しながら、市民活動を側方から支援し、スポーツボ
ランティアの更なる活動を推進する。 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 

障がい者スポーツ関係団体の
活動場所の提供･運営支援 

 生涯スポーツ推進委員会などの各種会議に障がい者団体か
ら委員に就任していただき、意見を反映させた施設管理、事
業運営に努める。更に団体運営にも主体的に携わり、より包
括的なサポート体制を強化していく。 

事業担当 
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3 スポーツ施設の管理運営 

取組 内    容 

藤沢市スポーツ施設管理運営 
(指定管理業務) 

・秩父宮記念体育館管理運営 
・八部公園管理運営 
・秋葉台公園管理運営 
・石名坂温水プール管理運営 

 藤沢市内の拠点スポーツ施設を一括に管理する指定管理者として、ス 

ポーツ関係団体等の支援と連携に努め、各施設の特性及び利用者ニーズを

反映し、安全性･快適性･効率性等に配慮した健全な管理運営業務を行う。 

 これまでの管理運営を基本としながらも、新しい計画や改善に取り組

み、藤沢市スポーツ都市宣言及び藤沢市スポーツ推進計画に沿った事業を

引き続き展開していく。 

 DX推進をはじめとする利用者サービスや施設管理のレベル向上に努め、

利用者の満足度を高めることで利用者数の拡大を図り、更なるサービスの

向上に繋がる施設運営の好循環を目指す。 

 

■主なサービス 

 ・体育館の年末の開館日を拡大(秩父宮) 

 ・トレーニングルームの年末の開館日を拡大(秩父宮) 

 ・トレーニングルームの定休日を月 1 日に変更(秋葉台) 

 ・市民ランナーのためのレンタルロッカー(シャワー利用可)をランナー 

  ズステーションとして試験的に設置(秩父宮) 

 ・施設利用定期券サービス導入(プール・トレーニング・浴室) 

 ・キャッシュレス決済導入(施設予約システム・自動券売機・駐車場) 

 ・施設駐車場の年中無休・24 時間営業に拡大(石名坂・秋葉台・八部) 

 ・Free Wi-Fi 設置(秩父宮・石名坂・秋葉台・八部) 

 

■前指定管理期間から実施し、継続する主なサービス 

 ①トレーニング施設統一の入退場管理システム導入 

  (各トレーニング施設) 

 ②個人用レンタルロッカーの設置(秩父宮･鵠沼) 

 ③トイレ空間に除菌クリーナー･トイレ音を消す擬音装置の設置 

  (秩父宮) 

 ④教室欠席者(こども)に振替施設利用券配付(各プール施設) 

 ⑤Free Wi-Fi ルーター設置によるインターネット環境整備(秩父宮) 

 ⑥専用授乳室の設置(秋葉台) 

 ⑦ホームページにスポーツコンシェルジュを導入 

 ⑧事業(教室・イベント)の Web 申込、オンライン決済システムの 

  導入【事業運営システム】 

指定管理区分 担  当 管理施設 

藤沢市運動施設等 

秩父宮記念体育館 秩父宮記念体育館 

鵠沼運動施設事務所 八部公園 

秋葉台運動施設事務所 秋葉台公園 

石名坂温水プール事務所 石名坂温水プール 

指定運動療法施設制度の活用 

 藤沢市保健医療財団や藤沢市医師会と連携し、トレーニングルーム施設

について、「運動型健康増進施設」「指定運動療法施設」(厚生労働省)の認

定を取得していく。これによってトレーニング利用料金について、医療費

控除が適用できるシステムを構築していくことで施設の利用機会を拡大

し、市民の健康づくりを推進していく。 
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取組 内    容 

プール・トレーニングルーム・サ

ウナ浴室の定期券サービス導入 

 プール、トレーニングルーム、サウナ浴室の個人使用に１ヶ月間を一定

期間とし、施設利用料を割引価格で提供する定期券サービスを導入し、利

用率向上を図る。 

スポーツ施設予約手続きのオン

ライン化 

 スポーツ施設予約手続きのオンライン化により、利用者が 24 時間 365

日いつでもどこでも簡単に予約から支払いまでが可能となる。藤沢市が導

入する新システムを円滑に運用し、利用者の利便性向上を図る。 

自動券売機へのチャージ式ＩＣ

カードの導入 

 自動券売機で使用している磁気回数券カードの生産終了に伴い、チャー

ジ式ＩＣカードを導入することで、回数券の新たなサービスとして、利便

性向上と業務の適正な遂行を図る。 

Free Wi-Fiサービスによるスポ

ーツ・レクリエーション活動 

 施設内の供用スペースを活用し、誰でも利用できる無料 Wi-Fi サービス

を提供することで、財団オリジナル YouTube 動画の視聴、大会や試合結果

の即時更新、活動時の情報収集などスポーツ・レクリエーション活動の充

実と拡大を図る。 

 また、地震や台風などの災害時における安否確認や情報収集などの重要

な手段となり、避難所開設などの際にも役立てる。 

体育館・トレーニングルームの開

館日拡大 

 現在、第 1 月曜日及び第 3 月曜日が休室となっているトレーニングルー

ムの開館日を拡大し、第 1 月曜日を開館することにより利用者のトレーニ

ングルーム利用の機会を増やし利便性の向上を図る。(秋葉台) 

 年末休館日に体育館(トレーニングルーム含む)を開館する。(秩父宮） 

市営プール無料クーポン配付 

 小学校の夏休みプール開放の縮減により、こどものプール利用が減少傾

向になっていることから、市内小学生を対象に夏休み期間に利用できる

「市営プール無料クーポン」を配付し、プールの利用機会を提供するとと

もに、施設の継続利用のきっかけづくりを図る。(秋葉台・鵠沼・石名坂) 

秋葉台文化体育館の避難施設等

多角的な管理運営 

 秋葉台文化体育館は、令和 2 年度に市内唯一のペット同行避難が可能な

指定緊急避難場所(洪水･崖崩れ)に指定され、また、令和 4 年度には興行

場として用途変更されたこから、地域の防災も含めた多角的な施設の管理

運営に努める。 

秋葉台公園のスケートボード広

場及び軽スポーツ広場の管理運

営 

 令和 4 年度に開設されたスケートボード広場を市民が安全･安心･快適

に利用できるよう管理運営を行う。更に関係団体等と協力したイベント等

を実施し、マナーやルールの啓発を行うとともに、スケートボードを始め

とするアーバンスポーツの普及･推進に努める。また、軽スポーツ広場を

キャッチボール専用に開放し、安全性と利便性を向上する。 

学校部活動支援事業 

 高校野球連盟と連携を図り、湘南地区の高校野球(藤沢市内の存する高

校を優先して)の練習会場として、八部公園野球場を優先的に貸出し、グ

ラウンドが使用できない学校への支援に努めるとともに施設利用促進に

繋げる。(八部公園) 

鵠沼海岸ビーチレクリエーシ
ョンゾーンの管理運営 

 ビーチバレー国内発祥の地である鵠沼海岸の常設コートの管理運営を

関係団体と調整しながら効率的に行い、ビーチエリアの安全管理と美化に

努めるとともに、ビーチスポーツの普及･推進を図る。 

 市民に手軽に利用していただけるよう、用具の貸し出しを行い、利便性

を向上させ、施設の利用促進に繋げる。 

(藤沢市受託業務) 

インクルーシブスポーツ施設の
整備 

 誰もが気軽に利用できる「公共スポーツ施設」において、障がい者の利

用促進を図るため、インクルーシブスポーツ施設の整備を進める。 

 2021 年 3 月にインクルーシブ遊具が設置され、障がい者や乳幼児の利

用が増加しているため、車いすでも利用しやすいテーブルを配置するな

ど、施設周辺の環境整備に取り組み、全ての市民にとって居心地の良い施

設づくりに努める。(秋葉台) 
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取組 内    容 

施設運営委員会の実施 

 指定管理者事業計画書で提案した、地域に密着した施設運営を行うた

め、地域関係者が参画する「施設運営委員会」を開催し、情報交換や施設

運営に対する意見を聴取する。また、これまでの意見を参考に、地域の方

とともに協働事業を展開し、更なる連携を図っていく。 

(秩父宮記念体育館・鵠沼運動施設事務所) 

 秋葉台運動施設事務所では、インクルーシブ遊具の設置やスケートボー

ド広場の開設、施設の設置目的の変更等に伴う利用者層の変化に対応する

ため、藤沢北警察署警備課と「施設運営協力会」を開催し、必要に応じて

近隣の小中学校及び遠藤市民センターと情報共有を図り、地域の安全の確

保と防犯に努める。 

教室事業インターネット申込 
事業運営システム 

 事業参加者の利便性向上と業務効率化を目的に、インターネットを活用

した「受付申込からオンライン決済による支払いまで」が可能となる「事

業運営システム」をほぼ全てのスポーツ教室で運用し、教室受講者の利便

性の向上を図っていく。 

ボッチャ常設コートの設置 
 ボッチャコートのライン設計を軽体育室に常設化し、レンタル用のボッ

チャセットを常備し、インクルーシブスポーツの推進を図る。(秩父宮) 

 

4 その他 

事  業  名 内    容 担当・会場 

広報･情報 

事業 

ホームページの
拡充･SNS の活用 

 財団ホームページの有効活用により、インターネットを通

じて広く財団事業を紹介し、各事業課の管理施設案内、教室･

事業等の周知宣伝並びに関連情報の提供を行う。併せて広告

掲載を募り、事業収入の拡充を図る。 

 また、スポーツ事業課のイベント･事業等の情報や湘南藤

沢市民マラソン、鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの

状況等の情報発信には Facebook、X(旧 Twitter)、Instagram、

YouTube などの SNS を活用し、リアルタイムな情報と運動プ

ログラムを提供する。 

 情報がわかりやすく見やすいようにリニューアルをする

ことで財団事業の魅力を発信する。 

各施設 
事業担当 

パラリンピアン
講演会・イベント
出演・自転車教室 

【石井雅史講演会･イベント出演･自転車教室】 

 関連団体と連携し、パラスポーツ及び自転車競技の普及と共

生社会の実現に向けた人材育成と、活力のある健全な地域コミ

ュニティの形成に寄与する。 

事業担当 

施設における情
報案内 

 各施設にスポーツ情報コーナー等を設け、スポーツに関す

るイベント事業や情報を提供するとともに、コーナーの一部

を開放して藤沢市内スポーツサークルの活動を積極的に支

援する。 

 その他、引き続き、導入した Free Wi-Fi ルーターにより、

誰でも利用できる情報発信の場を提供し、利便性の向上を図

る。 

各施設 
事業担当 

スポーツ施設マッ
プ作成 

 魅力あるスポーツ施設マップを作成することにより、市民

生活の一部としてスポーツ・レクリエーション活動が取り入

れられるよう努める。 

(藤沢市受託業務) 

事業担当 
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事  業  名 内    容 担当・会場 

スポーツ用品等貸し出し 

(無料･有料) 

 ロッカーの期間レンタルや各種用具類の貸し出しを行い、

更なる利便性向上及び利用者拡大を図る。また、体育関係団

体や市内各地区等で開催するイベントに際し、藤沢市から委

託されたニュースポーツ物品や本財団が所有する AED を要

望に応じて貸し出す。 

 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの利便性向上、利

用者拡大のために、ビーチバレーボールの貸し出しを行う。 

(藤沢市受託業務) 

各施設 

事業担当 

スポーツ青少年等奨励事業 

 藤沢市体育協会が主催する「スポーツ人の集い」において、

競技会等で優秀な成績を修めた青少年や団体の表彰に協力

するなど、明日を担うスポーツ青少年の育成や、スポーツ･

レクリエーション活動を側面から支援する。 

事業担当 

藤沢市スポーツ施設優先予約 
事務 

 施設の優先利用において、次年度の施設優先使用日程調整

会議を開催するとともに、年間を通して施設優先予約を受け

付け、市民や関係団体に公正で安定した施設利用を提供す

る。 

各施設 
事業担当 

藤沢市スポーツ施設使用料収
納及び還付事務 

 藤沢市で管理する学校屋外運動場夜間照明設備使用料及

びスポーツ広場使用料の現金収納及び還付事務を行う。 
各施設 

桐原公園他5公園施設使用料収納 
及び還付事務 

 桐原公園･湘南台公園･遠藤公園･引地川親水公園･西浜公

園・辻堂南部公園の有料公園施設を管理する指定管理者との

連携により、各公園施設の現金での利用料金収納及び還付事

務を適切に執行し、藤沢市内スポーツ施設利用者の利便性向

上に努める。 

各施設 
事業担当 

 

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業及び駐車場管理運営事業 

 （1）スポーツ施設での自動販売機設置・物品販売 

事  業  名 内    容 担当・会場 

自動販売機での飲料水等販売 

 管理運営するスポーツ施設において、飲料水やパンなどを

販売する自動販売機を設置している。新たに藤沢市をホーム

タウンとするプロスポーツチームを応援･PR する自動販売

機を設置し、施設利用者へのサービス向上並びに自主財源の

確保に努める。 

 また、各施設に設置した財団マスコットキャラクター「み

らぞう」のラッピング自動販売機の告知機能を活用して、財

団事業の周知を合わせて行う相乗効果で、財団知名度の更な

る向上に努める。 

各施設 

スポーツ用品等物品販売 

 管理運営するスポーツ施設での水泳用具・スポーツ用品等

の販売により、施設利用者へのサービス向上を図る。お客様

ニーズに対応できるように販売品目を増やすなど見直しを

図る。 

 また、各種大会･イベント等における臨時販売行為につい

て積極的に参加･協力を呼びかけ、大会参加者等への利便性

向上と、自主財源の確保に努める。 

各施設 
事業担当 
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 （2）スポーツ施設に付帯する駐車場の管理運営 

事  業  名 内    容 担当・会場 

駐車場管理運営システム 
・秋葉台公園駐車場 
・八部公園駐車場 
・石名坂温水プール駐車場 

 公園の早朝利用や施設利用時間外である夜間の駐車場利
用など、民間事業者の駐車場管理システムの導入や運営ノウ
ハウを活用し、24 時間 365 日駐車場を利用可能とする。近
隣の住民や企業など、施設利用者以外の利用促進を図り、駐
車場利用機会の拡大による収入の増加を目指し、施設の有効
活用に努める。 

秋葉台 

鵠沼 

石名坂 

 

2 その他受託事業 

 （1）藤沢市から受託するスポーツ広場の管理運営 

事  業  名 内    容 

スポーツ広場管理運営 

 藤沢市から受託したスポーツ広場の管理について、グラウンド整備業務

等を適正に実施し、市民の安全なスポーツ活動の場としての環境を維持す

るとともに、施設案内･予約･鍵の貸し出しなど市民利用が円滑に進められ

るよう努める。 

 (藤沢市受託事業) 

担 当 管理施設 

秩父宮記念体育館 天神スポーツ広場(野球場) 

秋葉台運動施設事務所 
女坂スポーツ広場(野球場･球技場) 

葛原スポーツ広場(野球場) 
 

 

（2）各スポーツ団体から受託するスポーツ団体事務局運営業務 

事  業  名 内    容 担当・会場 

市スポーツ関連団体の運営に
携わる事務局業務等 

 藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会、藤沢市体育協会、藤
沢市レクリエーション協会、藤沢市スポーツ少年団本部の各
事務局を担い、藤沢市スポーツ関連団体の円滑で安定的な運
営を促進と 4 団体の連携強化を図るとともに、地域のスポー
ツ活動を包括的に支援し、藤沢市における生涯スポーツの推
進を図る。 

秩父宮 

事業担当 
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芸 術 文 化 事 業 計 画 
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Ⅰ 運営方針 

 令和７年度は、長年にわたり市民の文化芸術活動と地域交流を支えてきた藤沢市民会館の「最

後の年」となり、これまで藤沢市民会館が担ってきた役割と成果を改めて実感する一年となりま

した。 

 令和８年度からは、事業課の拠点を湘南台文化センターに移し、公益財団法人藤沢市まちづく

り協会とともに、令和８年度から令和１２年度までの５年間、指定管理者として事業を実施して

まいります。長年にわたり藤沢市の文化芸術活動の振興を担ってきた事業者として、藤沢市民会

館が休館となる中で、藤沢市湘南台文化センター市民シアターの管理運営を軸に、市内の文化芸

術活動が衰退することなく、更に発展するよう、地域とも連携して、事業運営、施設運営に取り

組んでまいります。 

 事業運営については、市民シアターを拠点として、音楽・演劇・落語などの鑑賞事業に加え、

次世代育成を目的とした学校訪問事業や市民の自主的な文化芸術活動の振興を目的とした藤沢

市展や文芸ふじさわの発刊等を引き続き行ってまいります。特に演劇事業については、湘南台市

民シアターが元来演劇公演を想定して建てられた劇場であることに着目し、これまで培った各演

劇団体やプロモーターとの関係性及び事業運営のノウハウを生かし、話題性のある演目や人気キ

ャストの劇団を招聘することで、藤沢市民のみならず、都内の演劇ファンにも足を向けてもらえ

るよう、人気の公演を開催してまいります。 

 また、藤沢市民オペラについては、藤沢市民オペラ制作委員会において、藤沢市民会館休館期

間の５年間における公演計画を数年前から協議しており、近隣市のホールでの公演も含め、具体

的な内容を調整してまいります。令和８年度は、オペラ公演の開催はできませんが、藤沢市民オ

ペラの将来へ向けた発展の機会ととらえ、機運の醸成や出演者の育成を目的とした新たな事業を

実施してまいります。 

 施設の管理運営においては、前述の通り新たに指定管理者として管理運営を行う「藤沢市湘南

台文化センター」において、「次世代育成」「地域のにぎわい」「文化振興拠点」の３つを基本方

針として、公益財団法人藤沢市まちづくり協会とともに管理運営に取り組みます。お互いに持っ

ている人的・物的資源やノウハウを共有することで、相乗効果を生み出し、湘南台文化センター

に新たな風を吹き込みます。「次世代育成」では、市民シアターにおいて、こどもを対象とした

様々な公演事業を開催することで、こどもたちが文化芸術にふれる機会を増やしてまいります。

「地域のにぎわい」では、演劇事業を中心に市内外より人が大勢集まる魅力あふれる事業を企画

する他、湘南台駅地下のアートスクエアを活用した事業を展開します。また、地元の商店街と連

携したチケット特典事業も計画しており、湘南台文化センターへの集客だけでなく、地元商店街

を通じた地域の活性化にも寄与してまいります。「文化振興拠点」については、市民シアターを

藤沢市民会館休館中における市内文化芸術振興の拠点施設と位置付け、様々なジャンルの鑑賞機

会の提供、市民の文化芸術活動の支援や積極的な情報発信により、文化活動の裾野を広げるなど、

拠点施設としての役割を果たしてまいります。 

 また、収益面では、市民シアターの稼働率を上げ、利用料金収入を増やすことはもちろんのこ

と、主催公演のチケット料金について、受益と負担の適正化を意識した価格設定にし、基本的に

は利益化できる仕組みを構築していきます。また、一般団体等が公演事業を実施する際のチケッ

トの受託販売や公演時の折り込みチラシの有料化等、各種手数料収入を得ることに加え、湘南台

文化センターの特徴的な外観を生かし、映画やドラマの撮影地として積極的に施設を提供し、利

用料を徴収することで自主財源の確保に努めます。 

 令和８年度は、これまで５７年間藤沢市の文化拠点施設として中心的な役割を果たしてきた

「藤沢市民会館」が５年間の休館期間に入ります。藤沢市の文化芸術振興の一翼を担う本財団と

して、湘南台文化センターの指定管理業務及びその他の事業を通じて、市民の文化活動が更に発

展するよう、市民のニーズや時代の変化に対応しながら、文化都市藤沢の今と今後の発展に寄与

してまいります。 
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Ⅱ  実施事業等 

【芸術文化の振興を目的とする事業(定款第 4条第 1項第 3号)】 

1 芸術文化事業の企画及び開催 

(1)市民との協働で作り上げる総合舞台芸術の実施 

事  業  名 内    容 会  場 

藤沢市民オペラ 

関連事業 

 藤沢市民オペラは、地域音楽文化として文化都市藤沢の象徴で

ある。1973 年の初演以降、50 年を超える歴史があり、その後、

全国各地で市民オペラが立ち上がり、日本における市民全体の音

楽活動の先駆けとなった。 

 藤沢市民会館の休館に伴い、本格的なオペラ公演を開催できる

劇場が市内にないことから、今年度のオペラ公演は見合わせ、機

運の醸成や歌手の育成を目的とした関連事業を開催する。 

 これまで園田隆一郎芸術監督の就任時から藤沢市民オペラと

ともに開催し、市民への鑑賞機会の一翼を担ってきた「オペラを

100 倍楽しむ方法シリーズ」に代表される旬な声楽家を紹介、発

掘していく機会を創出し、市民に藤沢市民オペラを周知し、市民

の鑑賞に繋げ、市民とともに音楽家の成長や藤沢市民オペラの成

長を見届けていけるような、本市の音楽文化の演じる側と鑑賞す

る側の双方にとって有意義な事業を開催する。 

 また、今年度初めて若手声楽家のマスタークラスを一般公開で

開催する。加えて、講演会形式で園田芸術監督の藤沢市民オペラ

における選曲や配役の選定など、それぞれの公演に込めた考えを

深ぼりする。このように藤沢市民オペラを中心とした、市民の文

化芸術の土壌を耕し、藤沢市民会館のオープンに向けた次のステ

ージを目指す下準備を行っていく。 

 その他、これまでも好評を博している、江の島アートフェステ

ィバルへの出演や学校訪問事業も引き続き開催する。 

 なお、藤沢市民会館建て替え期間中の藤沢市民オペラ公演の開

催については、藤沢市民オペラ制作委員会において一定の方策が

示されており、その計画に準じて実施していく。 

 

江の島アートフェスティバル(コンサート) 

 藤沢市の代表的な観光地である「江の島」で行われる芸術

イベントにおいて、藤沢市の象徴的な文化である「藤沢市民

オペラ」を市内外に周知及び認知してもらうことを目的に野

外コンサートを開催する。 

 開催日：2026 年 5 月 15日(金) 

 出演者：園田隆一郎 他(調整中) 

 

藤沢市民オペラ講演会「園田隆一郎の頭の中」(仮) 

 同じ声種に分類されるオペラ歌手であっても、声質の違い

や個性によって得意とする役柄やレパートリーが大きく異な

ることに焦点を当てた企画。藤沢市民オペラ芸術監督の園田

隆一郎氏がどのような音楽的な興味をもって選曲、配役、そ

して指揮しているのかのヒントに迫っていく。今年度は、声

種の異なるテノール 3 名を同じ舞台に集めて、聴く側の新た

な鑑賞の気づきに繋げてもらう啓蒙イベント。コンサートで

はなく、アカデミックな切り口から園田芸術監督の音楽性に

迫る。藤沢市民オペラの機運の醸成を目的とした講演会。 

 開催日：(調整中) 

 出演者：園田隆一郎 他(調整中) 
 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 
 

藤沢リラホール 

 

江の島周辺 他 
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事  業  名 内    容 会  場 

藤沢市民オペラ 

関連事業 

 

藤沢市民オペラ 声楽マスタークラス(演奏クリニック) 

 第一線で活躍する声楽家及び指導者を講師として招聘し、

声楽マスタークラスの演奏クリニックを実施することで、若

手声楽家、音楽学生、指導者等を対象に、質の高い実践的指

導を提供する。これにより、次世代の藤沢市民オペラ出演者、

及び音楽スタッフの育成を図る。また、公開レッスンや成果

発表の機会を設けることで、一般市民にも質の高い芸術体験

を提供し、地域における文化芸術への関心喚起及び鑑賞機会

の拡充を図る。 

 開催日：(調整中) 

 講 師：声楽家 中村恵理 

 

 
 

学校訪問事業（オペラ体験） 

 藤沢市民オペラの認知度や関心度を高めるとともに、藤沢

市が長年育んできた音楽文化として紹介するため、市内小･

中学校や高等学校を訪問するアウトリーチ事業を行う。 

 更に、日常生活のなかで馴染みの薄い本格的なオペラやク

ラシック音楽に触れることで、幅広い音楽を知ってもらう。 

 実施期間：2026 年 4 月～2027 年 3 月 

 講 師：藤沢市民オペラ出演者など 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 
 

藤沢リラホール 

 

江の島周辺 他 

 

 

(2)芸術文化の創造の機会の提供 

事  業  名 内    容 会  場 

学校訪問事業 

「アートの魅力」 

 こどもたちが芸術文化に触れ、心豊かな感性を育む情操教育の

一助とすることを目的に、市内小･中学校を対象に募集し、申し

込みのあった学校の希望に適した音楽家などを派遣し、その鑑

賞･体験機会を提供する。 

 本事業が学校の一過性のカリキュラムとならないよう、学校や

音楽家等と綿密な調整を図り、実施する。 

 実施期間：2026 年 4 月～2027 年 3 月 

 対象校数：年間 15～20校程度 

市内小･中学校 

サマースクール 

演奏・アート体験 

 こどもたちが芸術文化に触れ、心豊かな感性を育む情操教育の

一助とすることを目的に、楽器の演奏体験や文化団体と協働した

体験型事業(ワークショップ)などを開催する。 

 開催日：2026 年 7 月～8月 

秩父宮記念育館 

研修室 他 

まちなかコンサート 

 市民の文化芸術活動の拠点施設であった藤沢市民会館が長期

休館となる中で、市内の文化芸術活動を維持し、活性化していく

ための事業を実施する。人が大勢集まる身近な場所でコンサート

を開催することで、幅広い世代や多様な方々に音楽に触れてもら

う機会を提供する。 

 開催日：年 2 回(調整中) 

 出演者：（調整中） 

未 定 
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 (3)芸術文化の普及 

事  業  名 内    容 会  場 

朝の小さな音楽会 

 ホールでの音楽鑑賞に足を運びにくい乳幼児と保護者を主な

対象とし、様々な年代が気軽に演奏を楽しめるコンサートを開催

する。 

 開催日：①2026 年 6 月 17 日(水) 

     ②2026 年 12 月 17 日(木) 

     ③2027 年 2 月 20 日(土) 

 出演者：(調整中) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

夜のフラッと音楽会 

これまでのアンケート等から、公演への来場が少ない世代であ

る 30 代、40 代をメインターゲットとし、仕事帰りでも鑑賞でき

る時間帯に生演奏のコンサートを開催する。 

 開催日：2026 年 8 月～9月 

 出演者：（調整中） 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

ふじさわ合唱祭 

 市内の文化活動の活性化やその支援や、普段劇場に足を運ぶこ

との少ない市民にも芸術文化に興味を持ってもらうきっかけづ

くりのため、本公演を共催する。また、合唱に興味のある市内の

学生や連盟所属のジュニア合唱団などから広く公募する「ふじさ

わみらい合唱団」を編成し、本公演に出演することで、舞台での

発表の機会や合唱を楽しめる環境をづくりを行う。 

 開催日：2026 年 7 月 18日(土)、19 日(日) 

 ※藤沢市合唱連盟と共催 

湘南台 

文化センター

市民シアター 

ロビーコンサート 

 市民の音楽家で組織する市民団体の「トライアングルコンサー

ト」との協働により、気軽に身近な場所で良質なクラシック音楽

を親しむことを目的に藤沢市役所本庁舎ロビーや市内の駅前広

場などを活用したコンサートを開催する。 

 

 開催日：年数回(調整中) 

 出演者：声楽・弦楽器･ピアノ等の演奏家(調整中) 

 ※トライアングルコンサートと共催 

市役所本庁舎 

ロビー 他 

 

2 地域における芸術文化及び伝統文化の継承 

事  業  名 内    容 会  場 

第 76 回 

藤沢市展 

 市民の芸術文化活動を支援する美術･書道･写真･華道の公募展

で、今年で 76 回目を迎える。長年にわたり、市民の創作発表の

場と芸術鑑賞の場となっている事業であり、引き続き市民団体･

市・財団が実行委員会を組織し、協働で企画･運営する。 

 

 作品受付：2026 年 5 月 23 日（土）：美術・華道 

      2026 年 5 月 24 日（日）：書道・写真 

 展示期間：2026 年 

      6 月 23 日(火)～6 月 28 日(日) ：写真･華道 

      6 月 30 日(火)～7 月 5 日(日) ：美術 

      7 月 7 日(火)～7 月 12 日(日) ：書道 

 表 彰 式：7 月 20 日(月･祝) 

 主  催：藤沢市展実行委員会 

(構成団体)藤沢市美術家協会、藤沢市書道協会、藤沢華道協会、 

藤沢市、公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

藤沢市民 

ギャラリー 

 

秩父宮記念 

体育館 他 
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事  業  名 内    容 会  場 

藤沢市 

文化団体連合会 

関連事業 

 藤沢市文化団体連合会との協働により、市民の芸術文化鑑賞機

会の拡充や芸術文化の普及･振興を図る事業を共催により開催す

る。 

 ① 第 55 回民謡民舞研究発表大会 

   開催日：2026 年 5 月 4 日(月･祝) 

 ② 第 64 回藤沢市邦楽協会合同演奏会 

   開催日：(調整中) 

 ③ 第 124 回秋季剣詩舞大会 

   開催日：2026 年 10月 11 日(日) 

 ④ 第 54 回藤沢市三曲協会演奏会 

   開催日：2026 年 11月 22 日(日) 

 ⑤ 第 74 回藤沢華道協会いけばな諸流展 

   開催日：(調整中) 

 ⑥ 第 47 回藤沢市芸術文化展 

   開催日：(調整中) 

 ⑦ 第 21 回藤沢日本舞踊協会研鑽会 

   開催日：(調整中) 

 ⑧ 第 39 回藤沢市伝統芸能発表会 

   開催日：12 月 6 日(日) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

 

藤沢市民 

ギャラリー 他 

 

文芸ふじさわ 

第 61 集刊行 

 川柳、俳句、短歌、五行歌、現代詩、随筆からなる 6 つの部門の作品を募集し、

文芸集を刊行することで、市民の文芸活動の意欲を高め、自主的な文芸活動を支援

する。 

 刊行にあたっての編集作業は、各文芸の市民サークルで編集委員を組織し、その

作業を協働で行う。 

 募集期間：2026 年 9 月～11 月上旬予定 

刊行予定：2027 年 3 月 

 

3 芸術文化団体等への支援 

事  業  名 内    容 

文化芸術活動 

団体事業助成金 

 市民の自主的な文化芸術活動の支援及び藤沢市の文化芸術の振興を図ることを

目的に、藤沢市を中心に活動する団体が実施する文化芸術活動に係る事業に対して

助成金を交付する。 

 交付要綱に基づき、芸術文化専門委員会にて応募事業を審査の上、助成の適否及

び助成金交付額を決定する。 

 

対象事業実施期間：2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までに実施し、終了す

る事業 

助成金額：総事業費のうち、事業運営の直接的な経費(助成対象経費)の 2 分の 1 以

内、かつ 50 万円を超えない額 
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Ⅲ  藤沢市湘南台文化センターの管理運営 

【芸術文化の振興を目的とする事業(定款第 4条第 1項第 3号)】 

1 施設の管理運営 

事  業  名 内    容 

(指定管理業務) 

藤沢市湘南台文化 

センター管理運営 

 令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 年間、指定管理者として、藤沢市湘南

台文化センターの管理運営を行う。管理運営にあたっては、本財団と公益財団

法人藤沢市まちづくり協会が共同事業体を組織し管理運営を行う。 

 これまで藤沢市の文化芸術事業を担ってきた本財団が、「市民シアター」を

管理運営し、施設の開設以来、35 年以上にわたり管理運営を行ってきた藤沢

市まちづくり協会が、引き続き「こども館」の管理運営を行う。 

 管理運営にあたっては「次世代育成」「地域のにぎわい」「文化振興拠点」の

3 つを管理運営の基本方針とし、お互いの経験、ノウハウを生かした事業に取

り組む。 

 

当財団の指定管理業務 

・市民シアターの使用許可 

・市民シアターの利用料金の徴収及び減免 

・市民シアターにおける事業の実施 

・地下駐車場の利用に関する業務 

・施設及び設備の維持管理並びに安全快適な利用のための環境の整備 

 

 指定管理期間で取り組む主な項目は、以下のとおり。 

 

項   目 内   容 

市民シアターホールやリハーサ

ル室の空き時間の有効活用 

文化振興拠点として、施設の効用を最大

限に発揮するため、平日を中心とした空

き時間の有効活用に取り組む。 

せせらぎ広場を中心とした水遊

び場の復活 

人が集まる施設をめざし、小さなお子様

連れの親子が集まる施設の環境整備を図

る。 

市民シアターとこども館での一

体的なイベント実施 

複合施設であること、また 2 つの事業者

が管理している強みを生かし、共同でイ

ベントや事業を開催する。 

地域連携によるにぎわいの創出 

地域のにぎわいを創出するため、地域行

事に積極的に参加する他、アートスクエ

アを活用した事業展開、地元商店会と連

携したチケット購入特典事業などを行

う。 

劇場の特性を生かした演劇事業

を中心とした魅力ある自主事業

の開催 

施設構造を生かし、ニーズがある演劇事

業を中心に、集客率及び収益性が高い多

種多様な事業を開催する。 
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2 管理運営施設を活用した芸術鑑賞機会の提供 

事  業  名 内    容 会  場 

みらい 

子どもフェスタ 

こどもオペラ 

「ブレーメンの音

楽隊」 

 ゴールデンウィークに家族みんなでホールでの楽しい休日を

過ごしてもらうため、公演を実施し、普段ホールでの鑑賞事業に

馴染みのない市民にもその機会を提供するとともに、湘南台文化

センターこども館と協力し、ワークショップを開催し、より親子

で楽しめる企画を開催する。 

 開催日：2026 年 5 月 3 日(日･祝)  

 出演者：(調整中) 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

・こども館 

KOKAMI@network 

vol.22 

「トランス」 

 市民シアターのホール構造を生かし、有名俳優が出演する演劇

事業を開催する。演目は、鴻上尚史の代表作のひとつである「ト

ランス」。作品内容は、3 人の登場人物、スピーディーな展開、軽

快なセリフで巧みに紡がれながら妄想と現実が入り乱れ、予想を

超えたラストシーンを迎える。 

 開催日：2026 年 6 月 2 日(火) 

 出演者：風間俊介、岡本玲、伊礼彼方 

シーエイティプロ

デュース 

「虹のかけら」 

～もう一人のジュ

ディ～ 

 女優、声優と幅広いジャンルで活躍する実力派・戸田恵子と演

出家・三谷幸喜による演劇事業を開催する。作品内容は、映画「オ

ズの魔法使い」のドロシー役でその才能を世界中に知らしめ、ハ

リウッドのミュージカル大作で輝き続けた女優、ジュディ・ガー

ランドの数奇な人生の物語を戸田恵子の歌、芝居、語りで描く。 

 開催日：2026 年 7 月 14日(火) 

 出演者：戸田恵子  

落語鑑賞会・ 

落語教室 

 人気の落語家を招き、粋な笑いとともに日本の伝統芸能に触れ

る機会を市民に提供することを目的に、毎年恒例の落語鑑賞会を

開催する。 

 更に、出演者の落語家を講師に所作や小噺などを学び、これら

を自らで体験することで落語の面白さや奥深さを実感できるワ

ークショップを併せて開催し、こどもたちがより深く存分に落語

を味わえる機会を提供する。 

 開催日：2027 年 1 月 30日(土) 

 出演者：柳家喬太郎、柳家三三 

 市民シアター・ 

こども館共同事業 

 複合施設としての強みを生かし、それぞれの利用者を取り込む

ことができる市民シアターとこども館の共同事業を開催する。 

 開催日：（調整中） 

避難訓練 

コンサート 

 公演中に地震や火災が起きたという想定で、来場者とともに避

難訓練を実施し、災害の心構えを考える。訓練後には、演奏会を

開催する。 

 開催日：（調整中） 

 出演者：(調整中) 

バックステージ 

ツアー 

 普段は目にすることのできない、市民シアターのホールを見学

できるバックステージツアーを実施する。劇場や、舞台芸術に触

れ、知識を深める機会を提供する。 

開催日：（調整中） 
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Ⅳ  その他 

【芸術文化の振興を目的とする事業(定款第 4条第 1項第 3号)】 

事  業  名 内    容 

広報事業 

広報ふじさわや

新聞、地域情報 

紙などによる広

報宣伝 

 広報ふじさわや新聞、地域情報紙などへ事業案内記事や広告を掲載し、

広く市民や愛好者に事業を広報宣伝し、入場券販売促進や事業参加者の

確保を図る。 

 ① 広報ふじさわへの記事及び広告掲載 

 ② 音楽雑誌･公演情報誌への広告掲載 

 ③ 新聞･地域情報紙への積極的な取材記事掲載依頼 

SNS の活用 

 事業の広報宣伝はもちろんのこと、財団の価値を高める CI 効果を意識

し、特にソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用した情報発信に注

力していく。 

 更に、インターネット上での情報拡散力を高めるため、SNS の有料広

告を検討していく。 

 ※SNS アカウント名：「ふじさわみらいアーツ」 

事業案内掲示板

へのポスター掲

示 

 市民センターや市内各駅に設置されている掲示板を活用し、公演ポス

ター等を掲示する。来場者アンケート結果からはポスター･チラシで公演

を知ったという市民も多いため、他の広報宣伝方法と併せて活用してい

く。 

施設利用者付帯サービス 

 舞台の高度な照明や音響、ピアノの調律などの技術的なサービスや吊

り看板や生花などの舞台設営のサービスを行うことで、利用者のニーズ

に応えるとともにサービスの提供にあたっては必要な料金を徴収する。 

映画やドラマの撮影地とし

ての施設の有効活用 

 湘南台文化センターの特徴的な外観を生かし、映画やドラマ、CM 等の

ロケ地として施設を積極的に提供することで、施設の広報宣伝を図ると

ともに、利用の際には利用料を徴収し、自主財源の確保に努める。なお、

料金設定のないエリアでの撮影については、独自の料金設定を設ける。 

多様な入場券発売サービス 

 入場券の販売方法について、「いつでもどこでも」購入できるインター

ネット販売システム及び電話予約に加え、パソコンやスマートフォンが

苦手な高齢者向けに窓口での販売を再開し、誰でも入場券が購入できる

環境整備を継続して図る。 

 今後も芸術文化の鑑賞機会の拡充に加え、利便性と入場券販売促進の

向上に繫がるように努める。 

他団体等が主催する有料

公演事業の入場券受託販

売 

 「入場券受託販売に関する要綱」で定める規定に基づき、他団体等が

主催する芸術文化に係る有料公演事業の入場券を受託販売し、市民団体

の活動支援を図るとともに、受託販売手数料収入により、事業運営に必

要な財源の確保を図る。 

 また、市民の購入利便性の向上と職員の事務効率化を推進するため、

必要に応じて、上記のインターネット販売システムを活用して販売する。 

有料公演事業の入場券割

引販売 

 「有料公演事業の入場券割引に関する要綱」で定める規定に基づき、

必要に応じて有料公演事業の入場券を割引にて販売する。 

有料公演事業開催時の託児 

サービス 

 子育て中の市民の方でも、安心してコンサートや演劇鑑賞を楽しむこ

とができるよう、有料公演事業開催時に託児サービスを提供する。託児

保育依頼先は、市民ボランティア団体との協働により本サービスを提供

する。 

助成金や補助金、協賛金、な

ど、事業財源確保への取組 

 事業運営に必要な財源を確保し、収支の適正化を図るため、各種民間

助成金や補助金をはじめ、公演チラシやプログラムへの広告協賛に努め

る。 
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【その他目的を達成するために必要な事業(定款第 4条第 1項第 4号)】 

1 物品販売事業及び駐車場管理運営事業 

 (1)湘南台文化センターでの自動販売機設置・物品販売 

事  業  名 内    容 

自動販売機での飲料水等販売 

 管理運営する湘南台文化センターにおいて、飲料水を販売する自動販

売機を設置し、施設利用者へのサービス向上並びに自主財源の確保に努

める。 

公演事業での公演グッズ･CD

等の販売 

 湘南台文化センター市民シアターでの公演事業の際に、プログラムや

書籍、CD などを販売し、来場者のサービス向上と販売手数料収入による

自主財源の確保に努める。 

 

 (2)湘南台文化センターに付帯する駐車場の管理運営 

事  業  名 内    容 

駐車場管理運営 
 湘南台文化センター(市民センター、こども館、市民シアター)に付帯

する利用者用駐車場の管理運営を行う。 
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